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しあわせな明日への基礎づくり

ようこそ,久万町へ(久万町の玄関口,

三振峠附近)

良材と休養の町,久万町役場庁舎

やさしく,にこやかに,そして早く,

正しく(町民課窓口)
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参加と連帯を求めて

町づくりへの熱気にあふれる

町政懇談会

私もひと言,町づくりへの提言を

ことしも100%達成を……。 (納税組合長会)
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優良議会として表彰を受ける(47.2.10)

岡山県久世町中経木加工場視察

(産業建設常任委員会, 53年)

質問に答える河野町長

長野県木島平う 自然休養村事業視察

(総務常任委員会, 52年)

広島県三次市,火葬施設視察(厚生文教

常任委員会, 53年)

7



新町発足,町づくりへの体制整う

(合併当初の議員さん)

議案が提出される(事務局朗読)

慎重に議案審議
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議案に対する質疑

委員会審査結果報告

ここが聞きたい-一般質問



住みよい町は,明るい選挙から

明るく正しい選挙推進協議会

仕事の前に先ず投票

わたしの選んだ意中の人は・・・…

この一票に願いをこめて

特別功労者表彰

町長から表彰状を受ける功労者夫妻

戦場擬艶鵜撥藤艶

表彰式における町長あいさつ
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都市計画--安全,便利,快適な町づくりを

久万都市計画基本調査報告会

(昭和53年8月)

久万都市計画基本調査中間報告

(昭和53年3月)

「ェィ、ソ。ヤッ」工事の安全を祈念して

(久万公園起工式う52年9月)
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陸上自衛隊大型機械による久万公園

造成現場(昭和52年11月)

久万公園造成現場の爆破作業

(昭和52年10月)

造成前の久万公園用地(菅生, 52年9月)



快適なコミュニティづくりを

上野尻集会所(昭和42年度)

永久集会所(昭和45年度)

段集会所(昭和46年度)

中野村集会所(昭和51年度)
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観光開発と特産品づくりをめざして

小雨の中を皿ケ峰へ(広域観光開発調査,

51年5月)’

大宝寺参道を登る調査団(51年5月)

素朴さかうけてます(特産品調査,下畑野川)
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伊予竹の刈取り作業(霧降,イヨス山)

遠い平安の昔に思いを馳せながら,いよす

だれの製作(久万町創作館)

user
タイプライターテキスト
木工製品



全町公園計画 ふるさとを緑と花でいっぱいに

全町公園記念植樹祭(古岩屋)

三振峠付近へ桜を植樹する桜樹会員

花づくりに励む婦人会(入野
国道ロータリー)

中学生も緑化推進に一役(ふるさと村)

古きをたずねて(四国霊場へんろ路調査)

ふるさとのたたずまいか残る

下畑野川河合付近
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Iしあわせの基礎づくり

しあわせの基礎づく り

1.町 の 概 観

久万町は,愛媛県の中南部,上浮穴郡の北西に位置し,東経132度55分,北緯33度41分に当

たり,四国山脈に抱かれた標高400-800 mの高原である。また,束は上浮穴郡の面河村,南

は美川村に,西は小田町や伊予郡広田村に,北は松山市や温泉郡の川内町,重信町に隣接して

いる。

その形状は,ほぼ長方形で三連の山脈が町内を南北に走り,久万,畑野川,直瀬,父二峰の

四盆地を形成している。この盆地を流れる四つの川は,ともに仁淀川の上流を毒しており,こ

の河)旧こ沿って水田が開け,その外側に畑が続き,ゆるやかに山麓に按している。

気温は概して低く,夏は冷涼であり,冬は寒冷である。平均気温は工3.1℃,最高34℃,最低

-工0℃,年間降雨量2200mm,積雪期間は1月上旬へ2月下旬で 最近5ヶ年の平均で23cm程度

の積雪量がある。昭和38年に豪雪があったが,最近は非常に少ない。

藩政時代,旧久万町,川瀬村は松山藩久松氏の所領に,また,旧父二峰村は大洲藩加藤公の

所領に承っていた。久万山6千石と称せられ,久万町は上浮穴郡の物資集散の地として,また,

四国霊場44番札所菅生山大宝寺の門前町として,さらに,松山から高知に至る土佐街道の宿場

町として栄えたところである。

2.合併の経過
昭和22年4月,地方自治法が公布されて,全国の市町村は,民主的な地方自治の新しい方向

を求めて動き出した。

しかし,戦後の社会,経済,教育,文化等の発展,特に交通機関の発達にともをって,住民

の日常生活圏は急速に広がり,行政内容も多様化,複雑化してきた。そのために従来の田村の

行政規模や能力では,ますます増加する行政需要に対応しきれをくをった。

そこで 規模の適正を自治体として,行財政能力を高めることによって自治基盤を確立し,

産業,経済の発展と住民福祉の増進をはかることを目的として,昭和28年9月に「町村合併促

進法」が成立した。それ以来,全国的に田村合併が進められてきた。

久万町,川瀬村,父二峰村は,昭和29年4月に3か町村の合併促進協議会を結成し,約5ヶ

年の歳月をかけて憤重な審議を重ねた。その結果,昭和33年12月5日に各町村議会で合併を議

決した。 34年3月31日, 3か町村と美川村の一部(大字七鳥のうち横谷)を合わせて,ここに

新しい久万町が発足した。
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工しあわせの基礎づくり

3.人口と産業構造の推移

(1)人口と世帯数

戦後,わが国の社会的,経済的特徴の大きをものの一つは,人口の都市への集中であり,農

村からの流出である。いわゆる過密,過疎現象の発生である。

愛媛県は,全国的にみても,この人口移動による過疎化の激しいところであるが,中でも上

浮穴郡の人口減少率は極めて高い。

久万時の人口が最高であったのは,昭和30年の15工40人であった。その後,社会経済の急速

を発展にともをい,都市工業地域への流出が続き,毎年減少して,現在では30年の60%程度の

人口にをっている。

昭和30年から昭和50年までの5か年毎の減少率は,35/30‾郊勺6 %,40 /35て約12%,45/40で約17%,

50/45で約10%とをっており,昭和40年から45年にかけての減少が最も激しく,総数で2086人,年平

均417人ずつ減少した割合になる。この傾向は,その後鈍化してはいるが,なお減少は続いている。

世帯数は,昭和53年3月31日現在, 3010世帯とをっている。昭和35年が最も多く, 3357世帯

であった。したがって,現在は約10%減少していることに怠る。しかし,人口減少の割合に比

べると,世帯数の減少率は低い。これは,若年齢層の町外流出が多く,家族全員による流出は

その割合に少老いということのあらわれであろう。つまり,若年層の単身流出は多いが,家庭

をもった人たちの移動は少をいということである。

また,このようを過疎化の進行の中で 人口の老齢化がめだつようにをってきた。 65歳以上

の老齢人口の占める割合は,昭和30年には約6%であったが,昭和50年には, 2倍強の約14%

にもなっている。これは,全国平均約8%,愛媛県平均の約10%をはるかに上回るものであり,

久万町の今後の大きを行政課題の一つであるといえよう。

なお,社会動態の減少だけでをく,最近は自然動態も減少の傾向にある。近年やや明るい材

料として,高等学校卒業者の地域内就業者数が,わずかではあるが増加していることを上げる

ことができる。今後,後継者対策を含めて,これらの若い人たちが,生きがいをもって地域に

定着できるようを安定した産業基盤の整備を図らねばをら老い。さらに,安全,便利,快適を

生活環境の整備も急がかすればをら老い。

国勢調査による人口と世帯数の推移は,次表のとおりである。但し,昭和51年から53年は,

住民基本台帳による調査である。

区分
年次 

昭和30年 35年 40年 45年 50年 51年 52年 53年 

世 帯 数 3,160 3,357 3,356 3,071 3,075 3,018 3,022 3,010 

人口 (人) 

男 7,491 6,953 6,1工5 5,005 4,456 4,690 

i 

4,656 4,626 

女 7,649 7,338 6,453 5,477 4,908 5,034 4,988 4,928 

計 15,140 14,291 12,568 10,482 9,364 9,724 9,644 9,554 

排5奨」やi 899 1,007 1,071 1,202 1,342 1,409 1,417 1,434 

胴



Iしあわせの基礎づくり

(2)就 業 構 造

久万町の産業別就業者構成は,別表のとおりである。総人口の減少につれて,就業者も年々

減少してきているが,その過程の中で 久万町の産業構造の変化が徐々に進んでいることがわ

かる。その最も大きな特徴は,農業を中心とした第1次産業の大幅を減少である。

昭和30寧, 35年頃は第1次産業の60%強,第2次産業10%弱,第3次産業30%弱であったも

のが,昭利50年には,第1次産業が生6%に減少している。また,第2次産業においては,各業

種間の増減はあるが,現在16%を占め,その割合が高まっている。第3次産業もそのシェアは

高まって38%に達し,総数において農業就業者数に匹敵する人数とをってきている。

年 次 
日

35 年 40年
王

45年 50 年 区 分 

曇 一言::二二 

3,718 i 3,205 

I 2,9了3 2,165 

510 260! 116 201 

3 1 2 3 

巨

4・231 3,466 3,136 2,369 

看 

重

鉱 業 

冒

23 

381 

容 

42 22 13 

544 297i 

第2次産業 
建 設 業 349 

製 造 業 451 

339 74当 320 軌)6 i 

393 712 小 計 813 

第3次産業 

卸売業・小売業 707i 696 643 661 

金 融・保険業 

〉

64 

〉

59 

48 4 

・∴∴∴= 

不 動 産 業 2 

運 輸・通信業 239 255 271 227 

電気・ガス・水道 

24 808 19 !757 17 793 

14 

サ ー ビ ス業 804 

公 務 
171 う 

183 196 189 

小 計 !

2,013 工,粥9 1,972 1,947 

分類不能の産業 O音 

!

0 7 5 

就 業 者 総 数 6,987 
圭

6,341 5,827 5,128 

(資料・咽勢調査)

(3)農 業

農業は,その就業人口が減少してはいるが,町全体の中では依然として主要を産業であるこ

16



エしあわせの基礎づくり)

とには変わりはをく,従来から生産基盤を重点に整備してきた。

昭和50年現在,農家数1,581戸,農家人口5.611人,耕地面積937haで農業粗生産額は,

16億円余と怠っている。昭和35年当時に比べて,農家数は23%程度,農家人口は, 47.2%の大

幅を減少とをっている。

昭和50年の総農家数1,581戸のうち,専業農家180戸,第1種兼業農家440戸,第2種兼業

農家961戸であり, 35年当時に比べて,専業及び第1種兼業は半減しているが,第2種兼業は

3割ほど増加している。

また,経営規模別に農家数の増減をみると, 0.3へ1.5わaの規模の農家は減少し, 1.5履以上

と0.3未満の規模の農家は増加している。経営規模に両極分解の現象が見られる。

をお,経営耕地面積の1戸当たり平均は0.6融で ほとんど変化が老い。

農家人口の推移

性別・ 年齢別 年次 

男 女 

合 計 
14歳 

15歳 
16へ 30へ 60歳 

小計 
14歳 

15歳 
16へ 30へ 60歳 

小計 
未満 29歳 59歳 以上 未満 29歳 59歳 以上 

昭和35年 1,939 121 992 1,585 591 5,228 1,894 109 1,029 1,768 596 5,396 10,624 

昭和40年 1,412 127 2,697 4,236 1,349 121 2,945 4,415 8,651 

昭和45年 913 91 482 1,329 618 3,433 814 107 580 1,526 636 3,663 7,096 

昭和50年 538 80 354 1,128 596 2,696 502 45 414 1,304 650 2,915 5,611 

経営規模別農家数の推移

規模 例外 0.3 0.3 0.5 1.0 1.5 2.0 

総数 わa ! ! ! ! 

年次 規定 以上 未満 0.5 1.0 1.5 2.0 

昭和35年 1 403 458 932 235 」1 3 テゴ 2,073 

昭和40年 1 396 417 830 235 29 9 1,917 

昭和45年 4 362 383 706 251 45 12 1,763 

昭和50年 6 415 390 515 183 53 19 1,581 

専・兼業別農家数

区分 

専業 

第1種 第2種 総農 

年次 兼 業 兼 業 素数 

昭和35年 377 499 1,197 戸 2,073 

昭和40年 293 897 727 1,917 

昭和45年 194 762 807 1,763 

昭和50年 180 4」0 961 1,581 

(資料・農林業センサス)

(4)林 業

久万町の産業の中で 林業の位置づけは非常に高く,地域経済に果たす役割りは極めて大き

胴



エしあわせの基礎づくり…

い。久万町の総面積16,5工0hoのうち, 85%の14,009hαが山林である。山林の所有割合をみると,

国有林。7、%主公有林7ノ%,へ私有林86%となっている。公有林のうちの97%までが町有林である。

また,私有林の96%が個人所有となっている○。

林家数は,昭和50年の時点で1484戸である。保有山林を規模別にみると, 1穣以上の林家数

は, 」昭和35年に930戸であったが,昭和50年には961戸に増加し, 10l10以上の林家数では,昭

和35年のo147戸が昭和50年には204戸に増加している。 1戸当たりの平均保有山林面積は,約

8履であるが,総林家数の約75%の林家が, 0.1へ5.Oha未満の保有者である。

保有山林規模別林家数の推移

規模 年次 

0.1hα 1.0 5.0 10.0 20.0 30.0 50.0 100.0 500.0 

合 計 ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

1.0 5.0 10.0 20.0 30.0 50.0 1(調.0 500.0 

昭 和 35 年プ (642 623 160 101 28 9 7 2 1,572 

現 在 523 582 175 121 40 29 9 5 1,484 

(資料・農林業センサス)

)(2)・商

●

業

経済の高度成長による激しい人口減少,国道の改修,モータリゼーションの発達をどにより,

久万吋の商業をとりまく諸環境は極めてきびしさを増してきている。現在は,商店数253,従

業員数673人,販売額約43億円とい‾う規模である。 10年前に比べて,商店数はわずかに減少し

ているが,従業員数はかをり増加している。

区分! 年次 

総 数 卸 売 業 小 売 業 飲 食 店 

販売額 )(万円) 店舗数 従業員数 店舗数 従業員数 店舗数 従業員数 店舗数 従業員数 

高召和41年度 262 

人 

30 

人 

197 

人 ! 

35 

ノ\ 

110,781 592 82 424 86 

同召和43年度 258 600 16 57 204 435 38 108 126,157 

同召和45年度 255 588 11 40 206 444 38 104 163,203 

昭和47年度 241 565 12 48 191 397 38 120 171,210 

昭和49年度 237 567 工1 

i 

44 190 4工9 36 104 216,411 

昭和51年度 253 673 14 54 201 505 38 114 430,250 

(資料・商業統計)

宮8
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(6)工 業

林業の町として,森林資源に恵まれているところから,製材等の木材に依存する工場が多い。

現在,工場数49,従業員数495人,製造出荷額は約20億円である。昭和35年頃に比べて,工場

数で12,従業員数で207人程度増加しているが,工業集積度は低い。

町内の工場数の推移は,別表のとおりである。このうち,木材関係の工場が9工場あり,従

業員は合わせて102人であるから, 1工場当たり平均11人というごとに曇る。したがって,工

場の規模は小さい。そのほか,繊維,衣料関係の工場もあり,久万町が過疎対策の一環として

誘致したものが2工場ある。
●言

その一つは,縫製関係の丸井合繊株式会社愛媛工場(従業員数35人)で昭和44年4月に操

業を開始している。今一つは,昭和49年に今治市から誘致した株式会社クマテックス(従業員

数52人)で 主として,タオル,タオルケットを製造している。これ以外に,地元の縫製関係

の工場も5工場ある。

また,町当局では,安定した農村工業として,木材加工をする住宅関連工場の導入の条件づ

くりを現在検討している。

工 場 数 の 推 移

年●次 区分 
35年 40年 45年 50年 51年 52年 

工 場 数 37 27 28 38 48 49 

従 業 員 数の 288 236 309 408 483 495 

製造出荷額(万円) 37,300 48,341 64,100 188,402 206,400 225,877 

(資料・工業統計)

(7)雇 用

新卒者の就職については, 52年度の中学卒167人のうち,進学者は152人で残り15人が就

職しているが,ほとんど県内就職である。高校卒の場合は,約80%が就職している。出稼ぎは,

二つのタイプがある。一つは通勤的な出稼ぎともいうべきもので 久万町に居住していで;松

山,高知,北条方面に土建関係の仕事に出かけていくもので100人前後を数える。もう一つの

タイプは,長期的を出稼ぎである。主に,夏は農業を行い,冬は県外に出ていくもので45年

頃は100人程度あったが,現在は35人程度に減少している。このタイプの出稼者は,年令的に

55才までの人達が多い。

町内の日雇労働は,主に土建関係で10業者ほどあり,各業者当り;約25人ほどが雇用され

ている。
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4.議 会

(1)選挙区と議員定数,

昭和34年3月31日,旧久万町,川瀬村,父二峰村の合併により,新しく久万町が発足した。

合併協定書により選挙区(3選挙区)と,議員定数(26名)を定め,新町議会議員の選挙を行

って,議会を構成した。その後,人口の過疎化に伴ない,議員定数を減少(22名)する条例の

制定,また,現在の4選挙区内における議員定数を改正する条例制定等の経過があった。

③第1期.昭和34年4月30日 定数26名 第1選挙区 久万地区(横谷を含む) 13名

第2。選挙区 川瀬地区 8名

第3選挙区 父二峰地区 5名

○昭和37年7月,へ久万町議会議員の選挙区,及び,各選挙区における議員の定数に関する条例

の一部を改正(選挙区,定数)

第1選挙区(大字久万;上野尻,下野尻,菅生) 9名

第2選挙区(大字束明神,西明神,入野) 4名

第3選挙区(大字直瀬,上畑野川,下畑野川) 8名

第4選挙区(大字二名,父野川,露峰) 5名

○昭和37年12月,久万町議会議員の選挙区,及び,各選挙区における議員の定数に関する条例

の一部を改正(選挙区)

第l選挙区(入野の内,字アラマの区域)

第2選挙区(入野の内,字アラマを除く区域)

③第2期 昭和38年4月30日 定数26名 第1選挙区 9名

第2選挙区 4名

第3選挙区 8名

第4選挙区 5名

○昭和41年12月,人口過疎化に伴をい,久万叩議会議員の定数を減少する条例制定,並びに,

久万町議会議員の選挙区,及び,各選挙区における議員の定数に関する条例の-部を改正(定

数)

⑤第3期 昭和42年4月28日 定数22名 第1選挙区 8名.

第2選挙区 4名

第3選挙区 6名

第4選挙区 4名

○昭利44年3月,久万町議会議員の選挙区,及び,各選挙区における議員の定数に関する条例

の一部を改正(選挙区補正)

○昭和46年3月,久万町議会議員の選挙区,及び,各選挙区における議員の定数に関する条例

の一部を改正(附則整理)
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③第4期 昭和46年4月25日 定数22名 第1選挙区 8名

第2選挙区 4名

第3選挙区 6名

第4選挙区 4名

○昭和50年3月,久万町議会議員の選挙区,及び,各選挙区における議員の定数に関する条例

の一部を改正(定数)

第1選挙区 定数8名を9名に,第2選挙区 定数4名を3名に改める。

③第5期 昭和50年4月27日 定数22名 第1選挙区 9名

第2選挙区 3名

第3選挙区 6名・

第4選挙区 4名)

○昭和53年1月,久万町議会議員の選挙区,及び,各選挙区における議員の定数に関する条例

の一部を改正(定数)

第2選挙区 定数3名を4名に,第4選挙区 定数4名を3名に改める。

○次期(昭和54年)の選挙による議会議員の定数は次の通りである。

.定数22名 第l選挙区 9名

第2選挙区 4名

第3選挙区 6名

第4選挙区 3名

(2)議 員 名 簿

第1期 昭和34. 4. 30へ昭和38. 4. 29

井 口 利太郎 大 野 信 之

石 丸 亨 大 野 輝 光

二 宮 岸 雄 大 野 直 長

片 岡 充 雄 e小 椋 節三郎

菅 万 夫 小 倉 清 澄

加 藤 学 古 田 実

竹 井 薫 河 野 修

高 岡 晋 作 秋 本 富 栄

高 岡 信 栄 安 部 一 義

中 田 千 鶴 北 岡 敬 蔵

長 田 続 篠 崎 隆 美

小 倉 玄三郎 神 野 寅 雄

第2期 昭和38. 4. 30へ昭和42. 4. 29

石 岡 作 衛

石 丸 亨

西 森 勧

西 岡 忠 義

二 宮 岸 雄

金 子 佐々雄

高 岡 信 栄

中 田 重 雄

上 岡 義 幸

大 野 輝 光

尾 花 進

大 野 直 長

小 椋 節三郎

恩 地 義 一

小 倉 清 澄

山 本 忠 富

八 木 修一郎

正 岡 豊

正 岡 侶 則

神意邦 芳 臣

河 野 修

光 田 繁 光

神 野 寅 雄

日 野 常 行
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日 野 続 日 野 惣 吉 日 野1 哲 関 井 義 弘

第3期 昭和42. 4. 30へ昭和46. 4.∂29 第4期 昭和46. 4. 30-昭和50. 4. 29

石 丸 亨

西 森 勧

西 岡 忠 義

二 宮 岸 雄

父 田 浦

沼 田 健 男

加 藤 学

上 沖 健。市

高 岡 信 栄

曾 我 定 之

浮 田 滞 京

上 岡 義 幸

大 野 直 長 石 丸 亨 中 野 優

小 椋 節三郎 西 森 勧 上 岡 義 幸

恩 地 義 一
西 岡 忠 義

正・一 岡 里 西 森 匠

正 岡 侶 則 二 宮 岸く 雄

河。,野 修 言 上 居 定 雄

秋 本 清 繁 加 藤 学

篠 浦 弘 明 上 沖 健 市

日 野 哲(羅‖・緋中 西 伊佐男

日 野 秀雄 田 中 政 延(羅1・粉

高 岡∈保 典

曾 我 定 之

第5期 昭和50. 4. 30へ現在に至る

井 部 誠

西 岡 忠 義

西 森 匠

二 宮 岸.雄

沼∴ 田`健c男

上 沖 健 市

菅 留 八

菅 利三郎

高 岡 保 典

中 田 重 雄

中 野 優

22

上 岡 義 幸

尾 花 豊

岡 田 元 一

大 野 卓

大 野 隆 則

山之内 正 昭

山 岡 勇

正ぐ 岡 豊

真 木 忠三郎

佐 伯 正 俊

篠 浦 弘 明

尾 花 豊

小 倉 清 澄(羅l凋

奥 村 進

岡 田 元 一

大 野 卓

大 野 兼 吉

正 岡 豊

正 岡 侶 則く

篠 浦 弘 明



(3)歴代議長・副議長口
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〆∴.言も∴ ・

歴代 就任親閲 議 長 .副 議 長。∴『 

初代 昭敬呈士‡ 篠 崎 隆 美 廿 井 ∴轟∴ 

2代 昭諒台上掌 小 椋 節三郎 中○○ 安部二義 

3代 昭諾:集る 中 田 千 鶴 高。岡∵晋 作置 

4代 昭誌言上嘉 大 野 信 之 菅 万 夫 

5代 昭治星:霊 河 野 修 神 野 寅 雄時 

6代 昭狂言主音 河 野 修 恩 地 義 ee一 

7代 昭窪言上義 大 野 直 長 
‾

八 木 修二郎 

8代 日露:雪:蓑 河一高 修 石丸 亨 
o∴∴∴○ 

9代 日鶴二名:駕 石 丸 亨 二 宮 岸 雄 

10代 嘩§:毒:控 加 藤 学 戸 上・岡 義` 幸∴ 

11代 昭能会:碁 し西 岡 忠 義 尾 花 豊 

12代 昭豊毒:努 正 岡 豊 西。森
ぐ

恒 

13代 昭競・4・27 在 上 沖 健 市 岡田元二甘 

(4)主な議決事項

昭3生プ5. 14

5. 25

6. 15

35. 3. 23

7. 25

36. 1. 1

3.28

5. 25

9. 16

37. 3. 2

6. 1

久万町議会会議規則の制定

久万町助役定数増加条例制定

海外移住者に対する町補助額

決定

久万町立幼稚園設置条例制定

久万町道管理条例制定

大字七鳥を廃止し大字菅生に

変更

国有林野売買契約の締結

久万町役場庁舎建設

久万町文化財保護条例制定

久万叩役場の位置を変更する

条例

役場新築工事請負契約締結

. 〇〇〇四教

昭37. 12.‖16

38. 3㌦.e7

5:∨・25

・39∴2: 28

4. 1

40. 3.・24

7 ∴19

41. 4. 8

・

6. 20

42. 4. 1

12二il

県総合庁舎敷地購入

農業共済事業町移譲

久万町助役定数増加条例廃止

「交通安全宣言決議

久万町特別会計条例制定

沖縄祖国復帰の早期実現に関

する要請決議

る久万小学校舎建築工事請負契

約締結’し・

三坂時有地賃貸契約締結. (伊

予鉄)

県久万庁舎建築用地の寄付

久万町立隣保館設置条例制定

県道舗装工事受益者負担金徴
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昭43. 7. 22

8. 1

9. 19

44. 7. 22

7. 25

45. 4. 1

9. 17

46. 6. 10

9. 28

47. 3. 28

6. 13

9. 22

11. 27

48. 3. 22

6. 30

12. 28

49. 6. 20

9. 24

50. 3. 17

24

収条例制定

体力作りの町宣言決議

久万町医学生に対する奨学金

支給条例制定

久万町し尿処理場建設工事請

負契約締結

林道房代野線開設工事請負契

約締結

久万町印鑑登録,及び,証明

に関する条例制定

久万町工場設置奨励条例制定

過疎地域振興計画の策定

久万町副収入役の設置,及び

定数条例制定

久万町老人医療費給付条例制

定

久万町公害対策,自然保護審

議会設置条例制定

久万町廃棄物の処理,及び,

清掃に関する条例制定

広域市町村圏整備設置要綱の

法制化に関する決議

久万町コミュニティセンター

建設工事請負契約締結

久万珂零歳児医療費助成条例

制定

久万町環境保全に関する条例

制定

国民宿舎古岩屋荘新築工事請

負契約締結

土地売買契約締結(父二峰生

産森林組合)

久万町母子家庭医療費助成条

例制定

久万町立視聴覚ライブラリー

昭50. 6. 12

12. 19

51. 3. 30

9. 13

12. 16

12. 21

52. 6. 22

12. 22

53. 3. 16

5. 20

6. 22

設置条例制定

久万町災害弔慰金の支給,及

び,災害援護資金の貸付に関

する条例制定

町民憲葦宣言決議

久万町課設置条例一部改正

企画調整室を企画課へ

福祉課町民課を削り町民福

祉課へ

環境課を生活課へ

国土調査課を削る

久万小屋内体育館改良工事請

負契約締結

久万町創作館新築工事請負契

約締結

議会の議員の半数改選制等反

対に関する決議

久万幼稚園新築工事請負契約

締結

北方領土復帰促進に関する決

議

老齢者医療保障に関する抜本

改革を要望する決議(外3件)

久万町立へき地保育所,久万

幼稚園設置条例一部改正

自然休養村センター,ふるさ

と村管理棟新築工事請負契約

締結

山村地域農林漁業特別対策事

業に係る農林業基盤整備用機

械購入

ドーザショベル 784万円

パワーショベル 515万円
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(5)監 査 委 員

知 識 経 験 議 会 選 出 

宮 西 石 男 S討昌:墨 安 部
一

義 
34.5.14 35.4.]9 

小 倉 留 次 
37.5.28 

高 岡 信 栄 
35.4.19 

42.4.30 42.4.29 

伊 達 秀 
42.5.11 

父 田 清 
42.5.11 

45.6.25 46.4.29 

竹 井 薫 
45.6.23 

篠 浦 弘 明 
46.5.10 

52.6.23 50.4.29 

竹 井 薫 
52.6.24 

篠 浦 弘 明 
50.5.12 

現春に至る 現春に至る 

(6)議会の開催状況

年度 
開催 回数 延 日数 

審 議 案 件 

i 合計 

条例 
予算 選挙 その 

決算 選任 他 

34 6 10 47 19 15 51 132 

35 11 12 25 30 11 57 123 

36 13 15 20 32 8 60 120 

37 16 19 25 41 12 67 145 

38 12 17 35 54 12 52 153 

39 8 15 25 41 7 48 121 

40 8 10 16 42 10 39 107 

41 10 13 23 37 8 28 96 

42 9 14 15 33 12 46 106 

43 7 8 23 30 4 37 94 

44 8 9 20 38 7 26 91 

45 6 7 22 39 6 30 97 

46 9 10 30 34 11 31 106 

47 5 6 19 30 6 26 81 

48 5 7 34 25 7 42 108 

49 5 7 28 31 7 41 107 

50 5 6 17 28 12 20 77 

51 4 6 25 31 4 23 83 

52 7 14 26 26 8 30 90 

53 ,6月末現在 

3 6 13 12 1 7 33 

請願陳情処理状況

年度 
受理 件数 

議決状況 

採択 
不採 その 

択 他 

34 34 31 3 0 

35 27 25 1 1 

36 30 24 4 2 

37 33 33 0 0 

38 40 30 7 3 

39 22 20 2 0 

40 29 25 3 1 

41 27 21 5 1 

42 42 32 8 2 

43 19 17 1 1 

44 11 9 2ノ 0 

45 17 16 0 1 

46 工5 15 0 0 

47 10 9 1 0 

48 14 12 0 2 

49 12 8 4 0 

50 3 2 0 1 

51 3 3 0 0 

52 5 4 1 0 

53 6日親柱 

.1 0 0 1 
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5.選

(1)有権者の推移

年 度 男 女 計 

34 4045 4430 8475 

35 3901 4373 8274 

36 3732 4337 8069 

37 3721 4327 8048 

38 3欽)3 4369 / 8272 

39 3723 4193 7916 

40 3694 4188 7882 

41 3521 4008 7529 

42 3625 4147 7772 

43 3560 4092 7652 

44 3490 3972 7462 

45 3453 394士 7394 

46 3402 3870 7272 

47 3365 3812 7177 

48 3337 3820 7157 

49 3306 3726 7032 

50 3313 3777 7090 

51 3358 3749 7107 

52 3339 3723 7062 

(2)町選挙の概要

(そ のl)

選挙の種類 選挙年月 日 i立候補者の数 
投 票 率 

男 女 計 

町長選挙 昭和34年4月30日 2 95.95% 95.蝕% 95.47% 

ケ 昭和38年4月30日 2 96.93 94.76 95.77 

ケ ケ ケ 

昭和42年4月28目 1 無 投 票 

昭和46年4月25日 1 無 投 票 

昭和50年4月27目 2 96.47 96.敦) 96.70 
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(そ の 2)

選挙の種類 選挙年月 日 議員の定数 立候補者の数 
投 票 率(%) 

男 女 計 

町議会議員選挙 ケ ク ケ ケ 

昭和34年4月30日 26 44 95.95 95.08 95.50 

昭和38年4月30日 26 33 鈍上96 94.76 95.78 

昭和42年4月28日 22 27 95.55 96.10 95.84 

昭和46年4月25日 22 26 歌う.11 96.30 96.40 

昭和50年4月27日 22 28 96.54 軟…上90 96.73 

(そ の 3)

選挙の種類 選挙年月 日 投 票 率 

農業委員会委員選挙 ケ ケ ケ ケ ク ケ 

昭和34年5月19日 無投票 

昭和37年5月10日 79.07% 

昭和40年4月28日 無投票 

昭和43年4月23日 無投票 

昭和46年5月14日 無投票 

昭和49年5月14日 無投票 

昭和52年5月17日 無投票 

(3)その他の選挙概要

選挙の種類 選挙年月 日 

投 票 率 

男 女 計 

愛媛県知事選挙 昭和34年1月28日 83.39% 75.13% 79.10% 

昭和38年1月26日 82.89 70.15 76.04 

昭和42年1月26日 85.09 81.85 83.37 

昭和46年1月26日 85.38 82.13 84.53 

昭和50年1月26日 83.82 80.86 82.26 

愛媛県議会議員選挙 昭和34年4月23日 92.25 86.94 89.48 

昭和38年4月17日 91.06 85.74 88.20 

昭和42年4月15日 87.74 85.48 86.54 

昭和46年4月11日 無 」・「し っ.又. 票 

昭和50年4月13日 90.77 89.32 敦).00 
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選挙の種類 選挙年月 日 

投 票 率 

男 女 計 

衆議院議員選挙 昭和35隼1工月20日 80.04% 69.62% 榊.53% 

昭和38年11月21日 83.34 73.53 78.09 

昭和42年1月29日 82.10 76.48 79.11 

昭利44年12月27日 87.29 86.23 86.73 

昭和47年12月工0目 86.08 82.97 84.42 

昭和51年12月5日 85.89 83.61 鎚.68 

参議院議員通常選挙 昭和34年6月2日 69.95 53.95 61.59 

昭和37年7月1目 83.97 74.95 79.14 

昭和40年7月4日 89.05 85.18 86.90 

昭和43年7月7日 81.21 73.75 77.20 

昭和46年6月27日 73.36 70.28 71.47 

昭和49年7月7日 84.49 82.65 83.51 

昭和52年7月10日 77.48 75.14 76.24 

選挙管理委員会委員名簿

氏 名 住 所 就任年月日 退任年月日 氏 名 住 所 就任年月日 退任年月日 

露口 隆市 束明 神 34.5.26 41.5.15 小崎 貴行 下畑野川 34.5.26 37.5.27 

鈴木 政美 束明 神 41.5.16容 (15.6.22 黒川 要 下畑野川 
37・5・281 

ム19.6.28 

小倉 貫 西明 神 49.6.28音 49.6.28 菅 良太郎 直 瀬 49.6.29 53.6.25 

大野 周一 入 野 49.6.29音 現 在 岡田 元一 二 名 37.5.28 上1.5.15 

坪谷新次郎 久万町 45.6.23呈 49.6.28 杉岡 満延 二 名 34.5.26 37.5.27 

梶川 直栄 上野尻 34.5.26 
巨1・5・15 

桝井喜代光 露 峰 し19.6.29 現 在 

森永 政美 上野、尻 
Il.5.16 ・19.6.29 ・15.6.22 現 在 

田中 武雄 露 峰 
巨1.5.16 

49.6.28 

渡部 伝 上畑野川 53.6.26 現 在 干‾「 
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行政機構の変遷6. 

農

業

委

員

会

選
挙
管
理
委
員
会

監

7f-:: 
主主

委

員

合併時の機構)
 

aE

・・・(
 

「経済建設課」とする。「建設課」を削り，「経済課J昭和34年10月 1日施行

「建設課」とし「町民課」を新設。「経済建設課」を「経済課」。36年4月25日'ク

「厚生課」を「福祉衛生課」に改め「水道町有林課」を新設。

「水道町有林課Jを廃す。川瀬，父二峰支所を廃し本庁に統合。

「町民課，及び，福祉衛生課」を削り「町民福祉課」とし， r経済 ・

3果」を「産業課」に改める。

// 

// 

// 

ク 37年5月 1日

ク 38年8月 1日

ク 40年2月13日

「福祉課」とし， r企画調整室J「町民福祉課」を削り「町民課J， 

を新設。

「国土調査課Jを新設。

// ゥ 42年5月18日

// 。45年6月24日

ク 47年4月1日

γ51年4月1日

「環境課Jを新設。// 

「環「町民課」を 「町民福祉課J， 

「国土調査課」を廃す。

「企画調整室」を「企画課J， // 

境課」を「生活課」にそれぞれ改め，

29 
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7.地 方 財 政

(1)合併当時の地方財政の背景(概観)

昭和20年代後半の昭和27年度において,赤字団体に転落した自治体は,全国市町村の27%に

達し,翌々年の29年になると39%の自治体が赤字団体となった。この年の累積赤字は実に649

億を越えるという驚くべき数字であった。この地方財政の赤字を救うという大義名分のもとに

行われたのが地方行財政の再編成であった。

シャウプ勧告によって創設された地方財政平衡交付金が廃止され,それに代って29年に地方

交付税制度が新設されたが,この施策も,地方行財政再編成のための一連の措置であったので

ある。この地方交付秘の新設によって,地方財政の調整は国の財源のワク内で行われることに

怠り,地方の自主性は大幅に奪われることに在った。

さらに,地方財政の強化という名目で 都道府県民税の創設や入場税の移譲が行われたが,

これは主として都道府県の財政に寄与するもので,都道府県を通じて市町村を支配するという,

地方支配体制の確立を企図したものと受けとられた。

このようを地方交付税制度の創設から始まった国の支配体制,言葉をかえていえば,中央集

権的を施策の強化は, 「地方財政再建特別措置法」でクライマックスに遺した観があった。

この法律は,赤字財政の自治体を再建団体に指定し,累積赤字を再建億の発行で棚上げする

というもので,赤字自治体にとっては,一見救いの神のように見える法律である。しかし,再

建団体に対する国の締めつけは厳しく,いわば「禁治産者」扱いをし,地方自治をどは全く抹

殺されてしまったようを観さえある。

このようを状況の中で 経済は高度成長期に入り,地方財政の収入もふえ始めた。しかし,

インフレによる支出増は常に収入増を上まわり,地方財政の窮乏は依然として続きながら昭和

40年代へと移行していったのである。

(2)高度経済成長と地方財政

地方財政は,地方交付税の繰り入れ率の引き上げ,地方財政再建億の発行による赤字棚上げ,

地方独立税源の拡充をどで一応危機を乗り切ることができた。そのうえ,昭和30年後半から経

済界の好況が訪れ,地方の税収も増加し,地方財政の立ちなおりに明るい見通しがたったかに

見えた。ことに31年, 32年, 33年と,年々経過するにつれて景気は上昇の一途をたどり,税収

も大幅に伸びて,ついには「地方財政好転論」まで聞かれるにいたった。

しかし,内実は決して「地方財政好転」などと言えるものではなかった。

まず,経済の高度成長が進むにつれて,行政需要が飛躍的に増大したことを挙げかすればを

らをい。そのうちでも,道路,港湾,河川,下水道をど,各種公共施設事業の増大が目立ちは

じめた。ついで社会福祉施設や,農林漁業などの産業振興対策も推進しなければ在らなく在

った。そのほか,経済の高度成長による住民の生活レベルの向上の問題,さらに,都市と農村

の人口の異動に伴う過密,過疎の問題,さらには,生活水準の格差の問題をど急速に是正しを
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ければをら老い課題が目白押しに山積された。

このため,地方自治体も,これらの情勢に対応する措置をとらざるを得をく在り,地方行政

の受け持つ分野は,目を見張るばかりに広がっていった。この事業分野の拡大は,いうまでも

牽く地方財政面における支出の増加を招き,好況による税収の増加ぐらいではとてもまかない

切れるものではをかった。

そのうえ,さらに地方財政を圧迫する大きな要素が出現した。それは好況下における減税で

ある。

高度成長下において行われた税制改正では,減税が大きを柱となっていたことは周知の通り

である。しかし,国税の減税は,地方財政に大きな影響を及ぼし,軽視できない問題を提起し

た。それは,地方財政の中心的財源である地方交付税(注1)は,国税三税にリンクすること

になっているからである。また,住民税も所得税にリンクすることにをっているので国税の

減税は,即地方税収入の減少につをがる結果にをるわけである。

しかし,自治体としても,減税に反対するわけにはいかない。そこで「市町村財政に歳入

減をもたらすようを減税を行う場合は,その補てんを明確にし,市町村の財政運営に支障を生

じをいよう措置すべきである。」,ということを主張した。根本的には, 「市田村税制の確立,

及び,財政需要の7割以上を自主財源でまか考えるようにすること」をどをスローガンとして

政府に迫ったのである。

その結果, 34年度の税制改正では,国税で486億円の減税,地方税で221億円の減税が実施

されたが,これに対する地方への補てん策として,地方交付税の繰り入れ率の1 %引き上げを

はじめ,地方財政への影響を最少隈に押えるための各種の措置が講じられた。

その後, 35年, 36年には大きを地方税の改正はをかったが, 37年以降古0年までの4か年間は,

毎年税制の改正があり,減税につぐ減税が行われた。そして,その度に,地方自治体は補てん

財源の要求をくり返してきたわけである。

30年代後半にをると,高度成長は一段とエスカレートし,国も地方も地域開発熱にうかされ,

その後につづくヒズミのことをど考えるいとまもをいほどであった。

具体的に法制を拾ってみても, 36年の低開発地域促進法,後進地域の開発に関する公共事業

に係る国の負担割合の特例法, 37年の辺地に係る公共施設の総合整備のための財政特例法,新

産業都市建設促進法, 39年の工業整備特別地域整備促進法, 45年に過疎地域対策緊急措置法を

どがあり,数多くの法律の制定をみているわけである。

このようにして,経済の高度成長は,地方,殊に開発の遅れた地方をも雑然とした渦の中に

まき込んだ。各自治体は,激増する行政需要に対する財源措置も不十分をまま,これへの対応

に狂奔しかすればをらをかった。

最後に,高度成長のあおりとして,地方公務員の給与の激増もあげなければならをい。

高度成長は物価を押し上げ これに伴って公務員の給与改定も度量をった。すをわち,人件

費は自治体財政のうちで大きな比重を占めるにいたったのである。さらに,労働攻勢によって,
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国家公務員の給与水準を上回る無秩序を引き上げが実施され,地方財政の弾力性を失わせる大

きな原因の一つとなったことも否定できない。

(注1)

地方交付税制度こ社会経済の発展に伴い,人口や産業が都市部を中心とする特定の地域に集

中するため,地方公共団体間に経済力,財政力の格差が生じてくる。その結果,税源が著しく

偏在し,行政サービスにも格差が生じてくることになる。

そこで すべての地方公共団体が,一定水準以上の行政サービスができるように,地方公共

団体間の財政力の均衡化を図り,必要を財源を確保できるようにする制度が必要とをってくる。

このための現行制度が地方交付税制度であって,財源調整制度の中枢ををしている。

地方交付税の総額は,国税のうち,所得税,法人税,及び,酒税(国税三税)の32%と定め

られている。この率は,昭和29年度においては20%とされていたが,その後,再三にわたって

引き上げが行われて現行率となっている。

地方交付税の種類には,普通交付税と特別交付税がある。地方交付税法第6条の2の規定に

より,普通交付税の総額は地方交付税総額の94%,特別交付税の総額は残りの6%とをってい

る。

地方交付税の主体をなす普通交付税は,合理的基準によって算定された,あるべき一般財源

所要額としての基準財政需要額と,同じく,合理的手段によって捕捉された,あるべき税収入

額としての基準財政収入額とを用いて,前者が後者を超える額をその交付額として算出されて

いる。また,特別交付税は,普通交付税の画一的を算定,又は,時期的を差によって生じた財

政需要,財政収入の実情とのズレを是正するために交付されるものである。

(3)地方債をめぐる諸問題

地方債をめぐる問題は,大体三つに分けることができる。

:その一つは,。地方債を発行して歳入不足を糊塗するということは,本来望ましいことで老い,

という主張である。この主張には誰も異論をさしはさむ余地はない。それにもかかわらず,地

方財政においては毎年,当初から地方債の発行が予定され,それが財源として地方財政計画に

組み込まれてきた。すをわち,組み込まれかすればをらをかったところに問題がある,といわ

ねば在らない。

十分な自主財源が与えられていない市町村財政でもって,増大する行政需要や人件費の増大

に対処するには,どうしても地方債を発行し;それに頼らざるを得なかったわけである。この

ようを現実に目をつむることはできない。

第2の問題点は,本来,起債は,自治体自身の判断によって自由に行えるのが原則であるに

もかかわらず,現実には多くの制約をうけている,という起債権をめぐる問題である。

第3は,年々地方債を発行してきたため,地方債の元利償還額は雪だるま式に増え,これが,

地方財政を圧迫しつつある,という公債費処理対策の問題である。
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要するに,地方財政の窮乏ということが,それらの問題の根底にあるのである。その窮乏が,

地方債発行を余儀をくさせる原因と在っており,地方と中央との交渉では地方側は常に; 「地

方債所要額」を確保しようとして必死の運動を続けているのである。

(4)昭和40年代以降の地方財政(概観)

40年以降も地方財政は窮乏している。窮乏どころでは老い。今では危機的様相さえ呈してい

る。

経済の高度成長,それに伴う物価高騰が,現在の地方財政窮乏の元凶であることには間違い

ない。経済は,昭和48年の石油ショックを契機として低成長時代に入ったとはいえ,物価の高

騰は依然として続き,国民生活を圧迫し,地方財政を窮乏の渕に追いこんでいる。

殊に,田中角栄元首相の「列島改造論」に端を発した地方都市の地価の高騰,企業の土地の

買い占めなど目に余るものがあり,昭和40年代はまさに狂乱インフレの時代であったといって

も過言では老い。

このインフレは,当然財政支出の増大をもたらした。ところが,収入面にインフレがハネ返

ってくるのは,時期的にもか怠りのズレがある。このズレによる収支のバランスの崩れが,現

在の地方財政悪化の一つの原因と怠っているとみられている。

インフレが地方財政に与えた影響の最たるものは,用地買収費であった。インフレで諸物価

が高騰したが,そのうちでも地代の高騰は群をぬいていた。そのようを中で 自治体は学校用

地,住宅建設用地,道路用地をどを購入し老ければをらをかった。これが自治体財政に大きを

打撃を与えたことは容易に想像できるところである。

この用地買収費に対する国の補助は極端に少なかった。国は,地代の高騰には目をつぶり,

補助額の増加を容易に認めようとはしなかった。このため自治体側は超過負担に苦しみ,地方

財政はますます悪化の道をたどらざるを得をかった。

石油ショック以後高度経済成長に対する反省から, 49年に入って,総需要抑制策がとられる

にいたった。景気はこれによって一挙に後退し,不況の局面に突入した。税収は減退し,物価

だけが高水準を維持するという典型的をスタグフレーションの世とをり,地方財政の窮乏に一

段と拍車をかけることに在った。このような地方財政窮乏の中で 自治体の人件費の上昇が表

面化し,さらに,超過負担問題で自治体が国を柏手どって訴訟を起こしたり,自治体の自主課

税権を主張したりするをど,地方税収入の増加をめざして,国に対する造反がみられるように

をった。
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(5)久万町の財政

第1表 普通会計決算状況の推移(昭和34年へ52年)

20、“’‾ 19 18 [] 歳 入 
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・壁画歳 出 
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歳入(千円) 種1調il印可籾,6申2旧約 2時間8 1凱3如 2」8川5 紳.2紡 318.鍾I 」13.誠 出3.鵬 5甘甑l 三的.猫 翻,翻 922.8的 1.111.陥 1,292.帥 1.溝 1.撮 .沸8 

歳出(千円) ぬ1申1i-1.坤26凋5i216年賦 2i郎2了 l附21† 228,3綿 2糾.8i職 2札3幻 鱗.鎚 」1†.3Iu 弧同部 誠点け5 了46,鯉 912,鋤 1.111,632 1.282誹2 ・1,箭鋪i国 ’.し鵬 

差引(千円) 白鳳i15.刺i2.U了2i 鵬 職1 礼1i)3 1持12 lJ.細 」5,3詑 28,淑I 26.328 3.6騎 3,310 6,了記 1即効 糾3 10誹了 描画 丁調3 

合併時の34年度と, 52年度の本町における財政規模を比較すると,実に21・7倍に膨張してい

ることがわかる9上記の地方財政概観で述べたように地方財政は著しい窮乏の中にあって,本

町においては,赤字決算を計上することをく,現在まで健全財政を維持することができた。こ

の要因は,公有林の収入によるものである。 (第1表参照)

資料=決算統計 (普通会計二一般会計,町有林会計,分譲宅地会計)

第2表 歳 入 の 伸 び(指数)

歳入決算額 21,720

地 方 税 6,447

地方交付税 25,423

国庫支出金 28,604

県支 出 金 41,690

分担・負担金 31,659

34

使用・手数料 8,216

財産収・入 5,110

諸 収 入 8,754

地 方 債 38,271

※昭和34年度を100とした

時の52年の指数
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歳 入

第3表 普通会計歳入状況 (単位千円)

年度 区分 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

52 見込 
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繰入金 了.的2 

0 ∴\∴ 

8,后7 13,2(0 

繰越金 6,鯉 6.鵬 15,弧) 2.O了2 練l 2.鵬 幻、l(I3 19,712 1」.」軸 」5,鋳2 28,錆1 26,328 3,聯 3,310 6.后l 10,050 蝕3 10、00了 軌了 

諸収入 3,鮒 2,鵬 3,119 l、飾 2,購1 11.」10 1,125 2.6了9 3,轍) 3,鵬 10,2鴨 5,劇 21.鵬 13,弼 13,袴了 16,300 」6,1(Il 32,繍2 乳6丁 
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会 計 91,2綿 11了,拙 269,61了 21T.183 21)T誹8 1的,320 鋤8,鵬 細.郷 318証9 」13,553 鵬,部8 51」.139 弧),鰯 了53,榔 織2周9 111苗5 

舞的 i 開門† 
※資料=決算統計

昭和52年度の歳入純計決算額(見込み)は, 19億8153万8千円で 性質別内訳は,一般財源

(注2) 9億4848万9千円(構成比47.9%)特定財源(注3) 10億3304万9千円(52.1%)と

をっている。

(注2)一般財源=財源の使途が特定されず,どのよう・を経費にも使用することができるもの。

(注3)特定財源=財源の使途が特定されているもの(国,県支出金,負担金,使用料手数料

財産収入,諸収入,地方債をど)
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第4衣 歳入決算額の構成比図(%) 資華†=決算統計
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※歳入の動向

地方公共固体は,地方税だ

けでは住民サービスの需要に

応ずることはできない。

国から地方交付税や,地方

譲与税,そのほか国庫支出金

などをもらい,をお足りをい

分は地方債を発行したり,使

用料,手数料,財産収入をど

によってまかをったりしてい

る。

(地方税)

34年の合併時に32. 1%であ

った地方税が, 52年の現在で

は, 9.5%と著しく減少して

いる。このことは,さきに述

べたとおり,インフレ下の税

制の改正に伴う減税によるも

のである。我が国の地方自治

はよく「3割自治」といわれ

るが,現状は「1割自治」で

ある。ここに地方自治体の窮

状が伺えるわけである。同時

に我が国の地方自治の未熟さ

を如実に物語っているといえ

よう。

(財産収入)

36年度61.7%を最高に, 45

年度まで財産収入の構成比は

高い。これは,新庁舎建設を

はじめ,各種の行政需要を充

足するため町有林の伐採収入,

並びに,国有林の払い下げ処

分等の収入を計上したことに

よるものである。
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歳 出

第5表 目的別(教則)経費の伸び(指数)

歳 出 計 22,380

議 会 賛 20,454 衛 生 費 12,674

総 務 費 6,412 農林業費 68,923

民 生 費 52,390 土 木 費 129,097

教 育 費 17,181

災害復旧費 11, 410

公 債 費 58,882

資料=窮1表に同じ 昭和34年度を100とした時の52年度の指数

目的別(款別)経費の構造変化をみると,昭和34年から51年の間に,22,38倍とふぐれ上がっ

ている。この伸びがより大き’い費目は,民生費52.39倍,農林業費68.92倍,土木費129.09倍,公

債費58.鍵倍である。伸び率の低い費目は,総務費,衛生費,教育費,災害復旧費などである。

これがため,目的別経費の構成.がこの間に大きく変化することとなる。

第6表 目 的別(款別)経費の推移 (単位千円)

年度 目鵬か 

鈍 35 饗 I 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
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第7表 歳出目的別(款別)構成比の推移

鵬会 総 務 珪′‡ 衛生∴∴∴∴農林 土木

I購調鎚年度

1 9 

26.8 
I 

1 3 二∵∵ 

教 育 災害 公債その他
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主要を経費についてみると,総務費(32.1%一升2%)・,衛生費(9.7%→5.5%),教育費(20.5

%→15.7%)は低下し,民生費(4.7%→11.0%),農林業費(9.8%→30.3%),土木費( 2.5

%→14.8%),公債費(1.7%一也.5%)は逆に上昇している。

この結果,福祉政策による民生費,過疎地域に対する生産,環境基盤整備事業を反映して農

林業費,及び,土木費の上昇が理解できる。これらの事業に対する特定財源として,過疎債等

に多くを依存したため,公債費が伸びている。をお36年, 37年の総務費の占める高比率は,国

有林買い受けによるものである。

続いて,性質別経費をみると(第8表),歳出経費の伸びは, 22.38倍である。この伸びによ

り高いものは,扶助費,公債費,普通建設事業費などがある。反対に低いものには,人件費,

物件費,修繕費,補助費などがある。

この結果として,構成費は次のように変化した。 (第8表),扶助費(0.8%一七.7%),公債

費(1.7%→4.5%),普通建設事業費(13.0%-互3.0%)が伸びたのに対し,人件費(29.7 %

-ゼ1.0%),物件費(32.8%→11 4%),修繕費(2.6%→0.7%),補助費(8.5%一嶋.1%)は

低下した。

第8表 性質別経費の推移

蔵 人 出 件 計 費 22,380 15,808 

扶 助 費 164,794 

公 物 

債 費 59,005 

件 費 7,769 

修 繕 費 6,386 

補 普通 

助 費 16,017 

南建設費 73,887 

災害復旧費 11,410 

※昭和34年度を100とした時の52年度の指数
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第9衰 普通会計年度別,性質別歳出額

∵∴ 35口37口 39上 
41 

重 

42 

電 

43 44 45 46 47 48 49 

入部詰棚6i22・679 

一一一一一・〇 

60,017 63,382 

二二 
83,051 

95,72古碑3 
容 

145,669 17l,739 

02,当 

276,489 

物件費 
昌27,902 

37,001 

33,560 4)243 

38,司。,。55 
∃ 50・245き61,210 

6l,971 68,459 105,951 151,774 208,416 

維

持 補修費 
2,19吊。05 畢正 7,152 

5,084 !1,888 

10,206 

12,612 572 21,388 

12,759 1 
] 14・021き16・882 

6,958 13,747 12,006 12,813 

扶助費 
う 

664 250 
i 2・673情573同249 

i 音 670 

i )540 十〇一要 目20・056 

ト 車高8 

言

い 9・310十4・521 

29,252 52,875 73,593 

補助費等 7,207 10,401 8,468 

甲434 

音 17,755 11,179 13,221 17,002 
) 阜4,934 

l 20・936甲580 

27,.318 44,999 82,507 

公債費 1,461 

1・501巨 

二 目 

且6.488 』388 

国7・124 
7,590 8,395 

11・串903 

雷 14,834 18,186 鎚,510 48,583 

積立金 1 回 1 
i i) 1・判 

さ 

し 8,000 き 5,000 

欝欝355 55車 
∃ 

258 409 

日 56阜 
音 音 11,770 

古3 芋 
冒 :3,697 国 3,821』。25 10,623 

i i 巨3 

136,972 

繰出金 
国4・583国14・565 i9・亜182 

11146 音音 巨1,840 
10,337 

冊02牛・18岬557 
“10,641 9,466 

音49・123車2 

前年度繰 上充用金 

『, i !‡ 脈「l 川 
【 】 

雪 目 

宮 音 質 

( l ‡ l 

泌垂建設 事業費 

11,089 

14・525車 

:∴ 4,444 

〈 巨細2回95 し 

音93,220 140,414 100,835. 185,944 

う 188・806P51・919 

虹17。 351,53串00点描2 音「 

災雷復旧 事業費 

6,564 

i7・923 

胃 5,004 6,564 

8・棚・106恒 
8,328 

阜0,910 案⊥鵜 
0 」 

音

5,511 

2・188車 判28・755 

合 計 

85・16車2467・545 16・188判166・2塙晶棚 「 司85,302 巨中国棚晶騨世間32 

年度 区分 

50 

51 † 

52 

人件費 音326,312 35l,792 400,048 

物件費 285,391250,173圧16,781 

籍修琵半936 
10,348 13,991 

扶助車333 
う 101,102」 し 109,423 

補助費等 
) 且85・147 

.118,745115,433 ) 

公債費音 47,鈍3 

58・766昨027 
1 

積立金 投資及び 

う∴∴∴∴且 
i 

i14,110 23,431 出資金 12,777 

30,730 i 46,730 

醗割 圭 

漢 

諜報盲486,200! 

660,584 し 819,336 

1 窒驚攫14,433占9・31674・895 
き 

合計車2甲600 阜5 

40



工しあわせの基礎づくり

歳出決算額に占める義務的経費の推移

第10 表

90 80 70 60 50 40 30 20 10 % 

90 80 70 60 50 40 30 20 10% 

//\ 鵬的経費 /へ 

“\〈 / \ 
/∴「ヽ/‾ 

内人件費 I 

\ 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

(注)義務的経費二地方公共団体の歳出のうち,極めて硬直性の強い経費であって,その支

出が義務づけられ,任意に削減できない経費をいう。

歳出のうち経常的経費とされている,人件費,物件費,維持修繕費,扶助費,補助費等,公

債費の6費目は,広い意味ではすべて義務的経費としての範ちゅうに属するが,をかんずく人

件費,扶助費,公債費の3つの費目が,厳密を意味での義務的経費とされている。

歳出の構成において,経常的経費の比率が低いほど財政構造の弾力性が確保されることにを

るが,この経常的経費,すをわち,先に述べた6項目の費目のうち,人件費,扶助費,公債費,

の占める比率が大きければ大きい程,経常経費の増大の傾向が強い。したがって,財政構造の

悪化を防ぎ,地方公共団体が,財政の健全化を図ろうとする場合,大きを障害と有ってくる9

近時,地方公共団体の決算における財政構造は,特に義務的経費の増額が著しく,また,一

般財源の充当状況においても義務的経費を含む経常的経費に70%前後を充当しているようを状

況である。くぎょうせい発行地方財政辞典)

34年度76%の義務的経費が逐次低下し, 52年度50%とをっている。 52年度においては景気回

復のため,二次にわたって補正予算を組み,公共事業を実施した。これらの財源の公債費償還

金が次年度以降に波及してくるため,若干の増が予想される。しかし,おおむね健全な傾向に

あるといえよう。
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8.税 務,

昔の税は,征服者が,自分の栄華のために強制的に徴収したものであったが,今日の税は,

住民の福祉のためのものでかすればならをいことは衆知のとおりである。それも「税は,高き

を憂えず,等しからざるを襲う。」といわれてきたように, 「少々高いのは仕方がないが,公

平にしろ。」というのが納税者の心理である。つまり,公平の原則が強調されてきたわけであ

る。さらに,現今の税は,公平で安く,しかも,強制的ではをく,すすんで納められるもので

かすればならをいし,納めた税が倍加されて住民の福祉の上に還元ざれなくてはをら老い。こ

のように税を基本的に考えるようになったけれども,それは理想であって,遺憾をがら,税に

たずさわる者の努力目標にしかすぎないのが現状である。昭和25年に施行された現行地方税法

は,申告納税制度を多くとり入れる等,画期的税制改革を行っている。さらに,年を追って改

正を加え,真に時代の要求する税制度を確立しようと努めているわけである。

昭和34年の町村合併により,新久万町が発足した。それ以降の地方税制,税務行政執行はど

のような経過をたどったか。その20年の変遷を簡単に述べてみたい。

租税の歴史をみると,現今のようを租税制度ができあがるまでは,税は,長期間にわたって

経済,行政,及び,政治の変遷と密接に結びついてきた。租税の素朴を形は,大吉の昔から発

生しているが,近代的な税制の確立は,日本においては,明治維新以後である。他の社会制度

と同様,最初は,諸外国の制度を摂取し,短期間にそれを日本化してきたわけである。

日本の近代的な税制を大きく区分することにしたら明治時代の税制と,第二次大戦後のシャ

ープ勧告に基づく民主的を税制とに分けることができよう。。現在の税制の基本的,原則的を位

置づけについては,すでに久万町20年の歩みの中の税制の項ですべて網羅しているので くど

くをらない範囲で簡単にその基盤を考えてみたいこ

第二次世界大戦後の日本経済は,危機に陥っていた。この危機は,経済安定9原則,ドッチ

ライン,及び,シャープ勧告という一連の安定政策によって収拾された。その後は急速に復興

に向って躍進をつづける日本経済を見ることができるようにをる。

: ※注 シャープ勧告の基本理念

シャープは,昭和24年5月に税制に対する基本的を理念を明らかにして次のとおり勧告した。

経済安定9原則に明示された政策の線にそって経済安定の達成に資すること。

今後数年にわたって,変更の必要のない,安定した税制を確立すること。

現行税制に大きを不公平がある場合は,これを一掃すること。

地方の自治と責任を強化する設定政策にたいし,財政面から支援を与えること。甘

現在,行われている税務行政改善の諸努力を促進するとともに,諸税法の厳格を実施を励行

させること。

以上のように.地方税について,租税について,租税負担の公平の原則を貫きさらに,租税
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は,地方自治体の財政目的,収入目的,及び,政策目的のために使用されるものであるから,

恒久的を税制の確立のために努めかすればをらないと勧告しているわけである。引いては,そ

れが,地方自治の健全をる発展につをがり日本の民主主義の基盤の育成になるというのである。

その意味で収税の強化もうたっていることに在る。その他シャープ勧告の内容はまだまだある

が,それらを割愛して,本題に入ることにする。

久万町も,シャープ勧告の理念に基づいて,合併以来3割自治といわれる枠の中で,税の理

想実現のために懸命の努力を積み重ねてきた。町民税の課税方式の改正,各種控除の大幅を引

き上げなどを行ってきたのである。また, 5年の歳月をかけてなした固定資産の評価替えは,

安くて公平を税の実現をめざした,積極的な税政策であるということができよう。

ここに合併以来20か年を迎えたわけであるが,これを機会に久万町がとってきた税政策のあ

とをぶり返り,深く反省するとともに,住民の苦の種にをら老い税行政を推進するための糧を

得たい。

(1)町 民 税

所得割の課税方式

合併前の課税方式として,旧久万町では第2課税方式の本文(所得額を課税標準とする方

法),旧川瀬村と父二峰村では,第2課税方式ただし書(総所得金額から基礎控除だけした残

金に税率をかける方法)を,それぞれ採用していた。 34年の合併と同時に,ただし書方式に統

一した。

この方式は,所得額に応じて町民の大多数が所得割で納めるため,財政の安定と負担分任の

目的が高度に達成できるという利点がある。そこで財政力の弱い市町村は,こぞってこの方

式を採用したのである。現在の所得金額から基礎控除の他に,扶養控除(第17表参照)等の各

種の控除をした残金に税率をかける方法は, 40年の地方税法の一部改正により,ただし書方式

が成立して採屈されるようになったものである。

この方式には社会情勢の変化に応じて税負担の調整が容易であること,また,大衆課税の弊

害をある程度除去することができることなどの利点があり,全国に統一施行された。退職所得・

及び,山林所得が分離課税となったのは, 42年度からである。県民税の所得割による徴収

は,町民税とともに町が徴収して県へ払い込むという方法をとっている。 36年度までの算定方

法は,県が所得税を基礎として算定した額を町に割り当て(課税総額の配賦),町はこれを個

人町民税の所得割に按分するという方法だった。 37年度から,町は,県民税納税義務者の個々

について,本文方式(現在の町民税の算定方法)によって県民税を算定し,課税するという方

法をとるようにをった。したがって, 37年度から40年度までは, 1人の納税者について町民税

はただし書,県民税は,本文方式をとり,それぞれ算定して合算するという複雑を計算をして

いたわけである。法人の所得割は,法人税制(法人税額を課税標準として,これに税率を適用

する)の方法を採用しており,合併後も変っていをい。
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所得割の税率

合併後は,一貫して別表第一のとおり,超過累進(定められた所得金額の段階を超える毎に,

その超えた部分に対する税率は高くなる。)この方法で税法に規定した標準税率(準拠税率)

を適用してきた。旧父二峰村は, 31年度まで単純累進(所得金額が多いほど税率が高い。)の方

法を採用し, 2万円未満の百分の工.21から, 560万円以上の百分の4.38までを326段階に区分し,

課税していた。山林所得に対する税率の適用が, 5分5乗方式(所得金額の5分の1の額に,

該当する税率をかけ出た税額を5倍する。)になったのは, 37年度からで特別控除の引き上

げと共に税の軽減策がとられた。 38年度までは,経済成長に対する税負担の調整は最低税率の

適用範囲を拡大することにたよっていたが,税率の操作も限界に達し, 39年には,扶養控除を

所得控除にした。さらに40年にはいわゆる本文方式に移行して,全控除を所得控除とし,以後

毎年控除額の引き上げを行っている。 (17表参照)このように減税のため努力したあとが伺え

るのである。その結果,第16表,及び,第23表に示すとおり,過去20年間に課税所得金額が約

12.5倍になったのに対し,町民税の伸びは約13.0倍に怠ったのである。

法人税割の税率は, 39年度まで百分の9.7, 47年度までは百分の10.7, 48年度以降は百分の

12. 1である。県民税の税率は, 37年度以降,課税所得金額150万円以下は百分の2,150万円を超

える金額に対しては百分の4である。

均 等 割

個人の町民税は200円,県民税は100円で所得割と合算して徴収していた。をお控除対象,

配偶者,又は,扶養親族で均等割の納税義務がある者,及び,その者を2人以上有する者は,

町民税の均等割は100円に軽減されていた。この方法,金額ともに50年度まで続き, 51年度以

降は,町民税700円県民税300円とをっている。法人均等割については, (第16表下段参照) 41

年度まで1,200円であったが, 42年度からは,資本金に応じて, 2,400円,又は, 4,000円とな

った。 51年度から同じく資本金に応じ40,000円, 12,000円, 7,200円とをり, 52年度からは,

80,000円, 40,000円, 8,000円とをった。さらに, 53年から大幅に改正されて, 800,000円,

400,000円, 80,000円, 24,000円, 8,000円と怠っている。
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別表第1町民税の税率等1.個人の所得割

① 税 率

年度 課税所得金額 

33 年 度 

34年度 ! 36年度 

37年度 

38年度 ! 43年度 44年度 ! 53年度 

旧 I久万町 旧用瀬村 父二峰村 

3万円以下の金額 2.8 2.0 

3万円を超える金額 3.1 2.2 

5万円以下の金額 2 

5万円を超える金額 4.3 3.0 

8万円 ケ 金額 4.4 3.1 3 

10万以下の全額円 2 

10万円を超える金額 3 

15万円以下の金額 5.0 3.5 2 

15万円を超える金額 3 

20万円 ヶ 金額 5.9 4.1 4 4 

30万円以下の金額 2 

30万円を超える金額 6.3 4.4 3 

40万円 ヶ 4 

50万円 ヶ 7.7 5.4 5 5 4 

70万円 ヶ 5 

80万円 ヶ 7.9 5.5 5. 

100万円 ヶ 9.0 6.3 6 6 6 

110万円 ヶ 6 

120万円 ヶ 9.3 6.5 

150万円 ク 10.0 7.2 7 7 7 7 

200万円 ヶ 7.4 

250万円 ク 8 8 8 8 

400万円 ヶ 9 9 9 9 

600万円 ヶ 10 10 10 10 

1,000万円 〃 11 11 

2,000万円 ヶ 12 

3,000万円 ヶ 13 

5,000万円 〃 14 

(②個人の均等書け税率

33年度-50年度・・・200 P丁

51年度へ53年度・・・700門

(宣)法人の法人税制税率

34年度-39年度まで・・・ 9.7%

40年度-47年度まで…10. 7%

48年度へ53年度まで・・・12. 1%

エしあわせの基礎づぐり

別表第1町民税の税率等

ハ 個人の所得割

(2)課税標準総額,及び

平均税率

年度 課税標準額 叢紫 

33 

久 万 52,261千円 4.8 

川 瀬 52,151 2.8 

父二峰 25,493 3.1 

34 168,942 2.9 

35 196,831 3.1 

36 232,196 2.9 

37 357,215 3.1 

38 402,239 2.7 

39 466,693 2.8 

40 

(40年度より所得金額) 
3.1 

667,477 

41 684,953 3.3 

42 754,347 3.0 

43 779,747 3.6 

44 

(44年度より課程標準額) 
4.0 

36,170 

45 469,604 4.0 

46 558,883 4.2 

47 605,938 4.0 

48 958,321 4.0 

49 1,270,063 4.2 

50 1,152,464 4.2 

51 1,229,441 4.4 

52 1,379,608 4.5 

53 1,618,177 4.6 

④ 法人の均等富山税率

34年度-41年度まてら・・1 ,200口

42年度へ43年度・・・資本金又は,出資金が1千万日を超え

る手套人 4,000円

上詩以外の法人・・・2 ,400円

44年度-50年度 ① 4,000円 ② 2,400円

51年度 ① 40,000円 ② 12,000円 ③ 7,200円

52年度(D 80,000円(② 40,000門(重) 8,000円

53年度 ① 800,000門(重)400,000円(⑤ 80’,000円

(重) 24,000円(宣) 8,000円
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別表第2 町 民 税 の 各 種 控 除 額

忘計÷ 緯度 37年度 謡年度 39年 40年度 41年度 42年度 43年度 44年度 

所 得 控 除 

基礎控除 
円 門 門 円 iI 門 

円 100,脚 

門 

円 100,肌) 

紬,㈹ 00,個) 的,00 的,(朋 的,00 100,(肌 110,(朋 

扶瑳 替り 
2人目から 紬,(肌 2人目 紬,000 40,肌) 40,伽 訊く肌 00,肌) 

配 偶 者ん 
40,肌) 丁0,000 的.(肌 00,〔朋 札㈹ 100,(朋 

辞色尊徒り 
00,000 100,脚 120,000 170,脚 

全 額 

白色縦か 
50,肌I 00●肌) 00,(朋 110,伽 150,㈹ 

陣.若鳥勃々 
00,肌) 了0,000 

生命保検科々 
最高 最高 最高 最高 

ク 25,000 竣,弧) 盤,500 盤,500 椅肌) 

社会保険料ヶ 全 額 全 額 全 額 全∴∴∴頬 全 額 

医硫 黄ヶ 
最高 糊,000 最高 150,肌) 150,000 

雑 拭ヶ 全 額 全 額 全 額 

税 額 控 除 

扶 襲′ 
200 200 200 

青色再従者ヶ 
500 鰍) l,600 

白色撞吉子 
棚〕 500 1,肌I 

陪.老息勃々 
500 l,肌〕 l,00 l,000 1、000 1,000 

配 当, 

株式 30 %1千万円以 下 3% 

投信1.5 %1千万円を 越えろ場合1. 5% 

誌誼で 45年度i 46年度 47年度 48年度 49年度 50年度 51年度 52年度 53年度 

所 得 控 除 

基礎控除 円 円 円 円 円 円 

円 1的,00 円 200,肌I 

円 

1叫00 1仰、肌) 150:肌) 100,000 100,000 100,000 200,㈹ 

扶賀 寿ヶ 
紬,000 100.(朋 (120,(肌 110,伽 護細0) 翰紺 (100.0剃 -1了0,000 は的,000) 170,肌 翰溜 翰溜 

配偶 者ク 
110,肌1 1凱000 140,〔朋 150,00 100,000 1的、脚 100,脚 200,㈹ 200,肌) 

青色専従, 給与 割 

白色専従者1 
150,000 150,肌〕 1筒,000 170,00 200,肌) 300,脚 400,000 400,(朋 400,伽 

障.老息か 
的.個) 矧000 100,000 l舞000 1紬.(朋 100,肌) 100,伽 100,肌I 100,00 

生命保険料ヶ 
27,500 27,鰍) 幻,500 統,000 鈍,脚 褐000 弥000 

社会保険料ヶ 全 額 全 額 全∴∴∴顎 全 額 全 額 全 額 全 額 全 額 全 額 

医 掠 敬′ 
1,000,㈹ l,肌),㈹ l,00,000 1,個),伽) 2,肌),(朋 2,(朋,伽 2.㈱,000 

雑 損ヶ 

税 額 控 除 

扶 瑳ヶ 

音色蒔従者ヶ 

白色帝徒者1 

暗.老.纂.釣り 

配 当ヶ 

′′ 3% 2.5% 2.脇 2.脇 2.0% 2.0% 2.脇 2.0% 

l.5 1.5 L鯨 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 ’1.0 

(注) ① 障,老,寡,勤,控除とは,身体障害者,老年者,寡婦,動,労学生の略称。

④ 所得控除とは所得全額から差引く金額。

③ 税額控除とは,所得控除をした残りの金額(課税所得金額)に税率をかけ算出された税金から差引く金額。

④ 扶誌者控除の( )内は老人扶嚢と配偶者のいない第一人目の控除額。
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第一図 所得と町民税

(り 所 得 金一額 (所得割納税者のみの所得)
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② 町 民 税 額
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第3表 固定資産評価額(課税標準額)等の推移

×分 年叉 

土 地.(38年度までは賃貸価の倍率による評価) 

田 畑 宅 地 山 林・原 野 

33 34 

旧久万村2,480倍 2,480倍 1,920倍 

勧告醒震 羅書 旧I旧、2,000普 3,600普 2,000普 

旧父二・2300普 3250普 2400普 5,200倍 

35 横谷地区2;200倍 2;600倍 2;100倍 
巾村

3,800〃 原野5,100シ 

36 全町に統一 全町に統一 全町に統一 

議嗣糖匝階 37 2,000倍 3,000倍 2,100倍 

38 
となる。 となる。 とをる。 に区分した。’ 

39 法令に.より農地の新評価額は,38年度評価 評価替による新評価客 則ま,宅地坪当り最高12,010円 

40 額の1.2倍とし,課税標準額は,38年度評 最低194円,山林原野,反当最高15工20円最低3,150 

41 価額を,そのまま適用。 円となったが,法令により,課税標準額は,39年度 

42 評価額田譲 難謂 は,38年度評価額の1.2倍。 

43 タ 〃畑最高 72,000円 40年度以降は新評価に違するまで,順次前年度課税 

44 ク ケ 最低 16,000円 標準に平均1.2倍を乗じ当該年度の額を決定する。 

45 46 47 

基準年度1.10倍 
々 

ケ 2.06倍 々 ク 1.23倍 々 ケ 

48 49 50 

基準年度1.03伴 
う・ 

ク 

部分修正評価 

ケ 

ケ 1.10倍 イ・ ケ 

51 52 53 

基準年度1.10倍 
々 

ク 1.10倍 ′ク ケ 1.18倍 々 考・ 

区分 年又 

家 屋 償却資産 
免 税 点 

i税率 
土 地 家 屋 償却資産 

33 

在来家屋について は旧町村の評価額 を,そのまま適用, 賦 

10,000 10,000円 100,000円 露% 
34 20,000 30,000 150,000 ケ 

35 ケ ク ケ ケ 

36 新築家屋について 諜 ケ ク ケ 〃 

37 

は在来家屋に比準 評価。 

期 日 ( 毎 

ケ ケ ケ ケ 

38 ク /′ ケ ケ 

39 

縮鱗驚 
ク ケ ケ ク 

40 年 ケ ケ ケ ケ 

41 ロ、- る額 

月 日 、i-●ノ 

80,000 50,000 300,000 〃 

42 

仝家屋を新評価に よる額に統一した。 

ケ イ′ 〃 〃 

43 イ′ ケ ケ 

ケ ・シ 44 ケ ケ ケ 

坪当り最高 に 

45 ケ ケ ケ 

24,086円 新築家屋について 

お け る 

46 ノ′ ケ ケ ク 

午7 
/′ ケ i ケ 考・ 

ま
三、

碁’に 資 
48 

タ ロ と瞳 一 

150,000 80,000 1,000,000 ケ 

より評価。 

産 の 価 額 

49 ケ ケ ケ ノン 

50 ケ ク ケ ケ 

51 ク 〃 ノン ケ 

52 〃・ ケ ケ ケ 

53 ク ケ ケ 〃 

(2)固定資

産税

固定資産

税の決定に

当っては,

土地・家屋

の賃借料を

ど-一般大衆

に及ぼす影

響が,特に

大きいため,

税額の調整

にあらゆる

措置がとらさ

れている。

すをわち,

税率,及び,

農地の課税標準据え置

き,免税点の引き上げ

(昭和34と41年),さら

に,次項で述べる評価

替等により,減税や時

代の要求に応じた適正

を課税に努力してきた

のである。その結果,

町村合併以来20年間に,

他の税が, 8倍から13

倍になったのに比べ,

固定資産税はわずか4

倍の伸びに留めている

のである。
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(3)固定資産の評価替

画定資産税は,昭和25年の税制改正により,地租,家屋税等を統一して設けられた税である。

その課税標準額は,土地・家屋にあっては,基準年度(昭和33年度から起算して, 3の倍数を

経過したごとの年度)の適正な時価,償却資産にあっては,毎年1月1日現在の適正を時価と

なっている。各資産(土地・家屋・償却資産)の価額の基準は,自治大臣が示し,e市町村は,

その指示価額に準じて,評価額を決定することになっている。しかし,この制度が,十分守ら

れをかったため,市町村間,及び,資産間に不均衡が生じてきた。

昭和35年度の調査(自治省)によると,全国平均で実際の売買価額に対する評価額の割合

は,宅地で17%,農地と山林25%,家屋は80%と推定され,償却資産だけが,ほぼ適正を評価

額であった。

政府は,このようを矛盾を根本的に改める方針で昭和34年3月,固定資産評価制度調査会

に対し,’新しい評価制度のあり方を諮問した。同調査会は, 2年にわたる調査検討の結果, 36

年3月,大要次のような答申を行った。

固定資産の価額評価は,正常を条件における,取引価額によるべきである。すをわち,土地

にあっては,売買実例価額とし,家屋にあっては,再建築価額にする。償却資産は,取得価額

を基準にそれぞれ評価する。

固定資産の評価額は,国税の相続税,贈与税,及び,登録税(現在の登録免許税)県税の不

動産取得税とも,法的価額として統ユすべきである。

評価方法は,自治大臣が決め,都道府県間,市町村間,さらに,資産間の均衡を失わないよ

うにする。

評価番によっで,税負担が増大し老いよう調整し,固定資産税の総額が,現行制度と同額を

維持するように措置すべきである。

自治省は,以上の答申をほぼ全面的に受入れ,翌37年,地方税法の一部を改正し,新しい評

価制度による評価替の実施を決定したのである。

まず,国と各都道府県にそれぞれ固定資産評価審議会を設置して,新しい評価基準を作成し

た。これにより土地,家屋及び,償却資産の具体的を評価方法,並びに,基準を市町村に指示

し,一斉に作業が開始された。

久万町においても,昭和37年度より税務課の中に,固定資産評価室を設置し,専従職員を配

置して, 41年度までの5年間に,土地80,000筆,家屋7,争00棟,償却資産250件の評価替を行っ

たのである。

評価方法が,従前と異をったのは,土地と家屋である。土地は,大正11年から,昭和2年に

かけて設定された賃貸価額を基準にした評価であったが,これを廃止して,点数制により,一

筆毎の実価額を算定する方法に改めた。家屋については,等級制による比較評価を廃止し,再

建築費に,償却率,及び,地域差補正率を乗じて,時価を算定する方法に改めた。

久万町が行った家屋の新評価は,全国的にも優秀でその評価内容が(全国で4市, 2か町
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村)選ばれ,昭和42年発行の単行本「標準家屋評価実例集」 (自治省編集,地方財務協会発行)

に登載されて,市町村家屋評価の指導書とをったのである。

このようにして設定された新評価額は,そのまま課税標準額として,使用する予定であった

が,固定資産評価制度調査会の答申にもあり,また,政策的にも極端を税の変動は好ましく老

いので 次のように修正したのである。

当初,自治省としては,評価額は,新評価を使い,税額の調整を税率で行う方針であった。

ところが 新旧評価額の差,及び,資産間の差が大きいため,税率での調整がむずかしく,遂

に,農地は, 38年度評価額を課税標準とし,その1.2倍した額を新評価額とすることに決定し

た。宅地,山林,原野については, 38年度評価額と新評価額を比較して,新評価額が, 38年度

評価額の(3倍未満の場合は, 1) (1・3倍以上8倍未満は, 1.め(8倍以上は, 1. ㊥の率を,38年度評価額

を基本として,順次毎年度乗じその額をその年度の課税標準額としたのである。そして,新評

価額に達するまで上昇させることにした。家屋については,新評価額と旧評価額の町内全家屋

合計で比較して,新評価額に対する旧評価額の割合を算出(0.351)し,この率を各棟の新評価

額に乗じ町内家屋の均衡をとるとともに,この額を課税標準額とした。以上で宅地,山林,

原野,家屋においては,一応評価替の主旨が生かされたわけである。しかし,農地については,

現在のところ全く無視された状態で税制の面からば 農地の新評価額が, 1日も早く日の目

を見るよう期待しているのである。以下, 5年間の事業を第19表にまとめた。

以上のように,評価に関しては, 39年度以降へ53年度まで 新評価基準で評価した評価額を

基準とし, 38年度の課税標準額と比較して,急激を税負担の変動がないように納税者のことを

配慮して決定したわけである。その範囲で 3年毎の基準年度において,上昇率を小幅に抑制

しをがら,課税標準額と新評価額を調整していったのである。毎年の地目変更による均衡補正

評価,さらにまた,町内の基幹道路改修による業態の急激を変動地区の均衡保持のための税法

などによって, 3年毎の基準年度において当該地区の宅地を主とする部分補正評価を53年まで

続けてきたのである。
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第4表 固定資産評価替年度別表

年度 項 目 内 容 

I 七 年 度 

事務機構の整備 税務課内に固定資産評価室を設置,専従職貝を配置する。 

土地一覧表,図面の調整 松山地方法務局にて,字限図,及び,登記簿を複写。 

土地評価協力委員選任 各組1名,組員の互選により協力委員選任,総数127名。 

土地の状況類似地区区分 

田は,地勢,土性,水利,畑は,地勢,土性,山林は,地勢, 

上層,林産物搬出の便,宅地は,道路,公共施設等の接近,家 

屋の疎密度,宅地利用上の値の共通している土地を1グ)レープ 

として,町内の土地全筆を区分する。 

標準地の選定 状況類似地区毎に,標準地1筆を選定する。 

土地売買実例の調査 過去1か年の地目別売買実例による土地価額の調査 

地目の認定 評価時現在の利用地目の現況を一筆毎に調査確認。 

土地評価 

評価は,一筆毎に,経済,自然,災害の各条件を勘案して,点 

数をつける(評点数付設)方法を採用。 

まず,さきに選定した標準地の正常価額を基礎に評点数を算定, 

八 年 度 

これに状況類似地区内の全筆を比準評価して評点数を付設。評 

価額は,県の固定資産評価審議会が指示した1点単価を,各筆 

の評点数に乗じて算出し,全町内の価額の均衡調整を行う。 

償却資産評価 償却資産評価基準により,定率法で評価を行う。 

家屋比準評価 家屋の種類,規模,構造,経過年数別に類似家屋を区分,その 

(仮評価) 中から,標準家屋を選出,標準家屋に新家屋評価基準を適用し 

て再建築価額を算出,これに全家屋を比準評価する。 

新評価による課税 
土地及び,償却資産は,新評価による課税標準額,家屋は,仮 

九 年 度 

評価による額で39年度より課税する。 

家屋本評価開始 
4月より評価補助員2名,係職員2名が2班を編成し,町内全 

家屋について,新評価基準(評点制)による評価替を始める。 

四 〇 

家屋本評価完了 
6月(開始以来1年2ヶ月)全家屋7,500棟の評価を終り,新 

震 評価額を決定する。 

囲 

家屋新評価による課税 
41年度より家屋も新評価による課税標準額で課税し,ここに5 

年 度 年にわたる固定資産評価替の全事業を完了する。 

42年度以降53年度までは, 38年度評価額を基準として, 42年度, 45年度, 48年度, 51年度の

それぞれ基準年度を1.03倍から2.06倍し,その範囲で課税標準額を調整した。

なお,土地関係においては,地目変更,基幹道路開設による,一部業態の変化地区の部分評

価,家屋については,新,増築分の評価のみにとどめている。

52



工しあわせの基礎づくり

(4)軽自 動車税

昭和32年度まで 自転車,荷車税の税目で普通の自転車(200円),牛馬車(800円),大事

(400円),リヤカー(200円)も課税されていたが,翌33年度の改正で普通の自転車と荷車類

が無撹にをった。これまで県税対象であった軽自動車が,町税になり,原動機付自転車と合せ

て,軽自動車税の税目ができた。

34年以降

別表第5 軽自動車(課税分)の台数調べ

種別
年度 

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

原 願 宮 転 

第1 種 
.∠ヽ .∠ヽ .∠{ .∠ヽ ム .∠ヽ .∠ヽ .∠ヽ しヽ ..∠ヽ .∠ヽ 

(50昂 29 

口 口 口 口 口 口 口 口 口 

口 (500) 97 

(0.051以下) 20 34 59 114 150 146 135 108 93 

第2種の乙 (講緒言え) (800) 27 26 25 25 27 67 142 202 301 378 (800) 426 

車 
第2種の甲 (0.00毎こえるもの) 向000) 83 102 160 243 325 371 386 427 385 376 (1,000) 369 

鮮三 は 幣 及 び 

二 輪 車 
(1,500) 114 128 141 163 184 179 176 173 166 164 143 

三 輪 車 
6 

(1,500) 

9 (l,500) 16 (2,000) 24 25 22 17 11 6 5 

(2,000〉 

4 

四幹事 

乗 用 町500) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) 時000) (4,500) (4,500 (4,500 

力、 型 課 は 韓 

1 9 15 17 18 22 29 47 68 

貨 物用 勘500) 

5 23 32 49 62 102 117 〈2,500〉 174 

農 耕 用 
町000) 123 151 161 155 〈l,000) 152 

二輪の小型自動車 
(2,500) 21 16 15 17 18 15 13 5 5 2 

(2,500) 

合 計 
274 298 385 537 730 856 1,075i 1,194 1,268 1,338 1,434 

種別
年度 

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

原 動 機 付 自 転 車 

第第1種 台 台 
ム ム ∠ヽ ∠ふ .ム ム 」しヽ ム 
口 口 口 口 口 

口 (650) 366 

口 口 

(0.051以下) 
117 134 165 243 269 287 312 416 505 

第2種の乙 (講続言え) 
467 480 444 405 387 361 367 町000) 353 :弘2 326 

第2種の甲 (0.00焦こえらもの) 405 375 272 235 206 181 l 167 (1,000) 150 145 145 

経 口 !助 皇 及 び ノ」、 塑 諜 白 控 

二 輪 車 
(1,5脚 133 107 88 81 74 64 52 (2,000) 47 37 38 

三 輪 車 
2 

贈名再 

乗 用 
115 146 224 264 294 287 257 (5,的0) 240 238 225 

貨物用 
226 261 280 287 309 299 318 (3,500) 341 349 396 

農 耕 用 
147 133 117 100 92 77 

ー 
叫500) 

5 6 

二輪の小型自動車 
2 1 1 1 10 21 27 22 15 14 

合 計 
1,616 1,639 1,591 1,616 1,641 1,577 1,500 1,519 1,547 1,655 

(注) 1.この台数は,各年度の4月1日現在のものである。

2. ( )内数字は税率で 単位は円,税率の空欄は33年度, 43年度, 51年度と同額。

の台数およ

び税率は,

第5表のと

おりで 過

去20年間に

台数は約6

倍,税金は

約8.4倍に

をった。
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別表第6 軽自動車台数, 20年の推移

(注) 20車間の原動機付和隠匿の伸び率。 7.02借。

ク 軽二輪,三輪車の減率(-) 2.19倍(減車) 原動機付自転曲こ切り替えのため,滅。

〃∴∴農耕I桝手殊自動車の ケ(-) 20.16傭(減車)テーラー等,自然減。

ケ 軽四輪串の伸び率。 621倍 (維持,簡埋面で便利なため,今後も増加の見込み)
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(5)国有資産等所在市町村交付金,及び,納付金・

交付金は,国又は県が,納付金は,日本専売公社,日本国有鉄道,日本電信電話公社,

(以下3公社という。)が,それぞれ久万町内で所有している固定資産(土地,/家屋,償却

資産)の価額に応じて,町へ納める金のことである。合併以来の額は,別表第23表のとおりで

ある。 37年度からの増加は,電々公社の無線中継所等の設備の拡大によるものが主であるが,

他に国有林野の価額増をどがある。

(6)たばこ消費税,電気ガス税

たばこ消費税は,専売公社が,町内のたばこの売り上げ額に応じて町へ納める税金である。

電気ガス税は,四国電力株式会社が,町内の電気使用者から徴収した電気料金に応じて,まと

めて町へ納める税金のことである。合併以来の税額は,第23表のとお-りで20年間に,たばこ

消費税が,約8.7倍に在ったのに対し,電気ガス税は,約4.6倍の伸びに止まっている。これは,

電力需要の増加にまかせて課税した場合,国民経済に与える影響があまりにも大きいため,そ

の点を考慮して電気ガス税の税率を引き下げ,その補てんをたばこ消費税に求めた結果である∪。

をお,・ 52年度から,電気税とガス税が分離され,久万町には,ガス税がをく怠り,電気税のみ

とをった。

(7)木材引取税

この税は,木材の伐採,搬出による道路,橋梁等の損傷,及び,林野行政費をどの事情から

創設されている税である。合併以来の賦課徴収額は,第23表のとおりである。課税対象は,山

元における素材の価額で税率は-詰とをっている。最近は外材の輸入によって,国内生産材

は不況の一途をたどっている。しかし,久万町の地場産業の育成の立場から,木材の振興策が

とられ,林道の開設等,日夜努力が続けられている。木材引取税は,木材価額と伐採量の変動

により税額が左右されるため,財源としては不安定を税目である。したがって合併以来20年間

の税額の伸びは,わずか1.8倍にとどまっている状況である。

(8)国民健康保険税

久万町で ただ一つの目的税である本税は,第21表のとおりである。税率,調定額とも年々

上昇し,合併後最も伸び率の高い税金となった。その間,医療費の患者負担を全員5割から,

38年10月,世帯主を3割にし, 40年1月からは,全員を3割負担に引き下げて被保険者の負担

軽減に努力してきた。現在各種の健康保険があるが,医癒費と掛金(税金)の一番安いのは,

昭和42年頃までは国民健康保険であった。しかし,近年医療費の増加は極めて激しく,昭和53

年度は,合併時の11.0倍になり,目的税の性格上,税金もこれに近い引き上げを余韻なくされ

たのである。税額の上昇割合は,町民税の13.3倍に次いで11・0倍の2番目とっなった。今後の保

険税に対する国の取り組み方が,特に注目されるところである。

年度 種目 

34年度 37年度 38年度 40年犀 
42年度へ 

47年度 
48年度 i49年度 52年度 備 考 

たばこ消費税 100分の11 100分の12 100分の13.4 100分の15 100分の18.1 100分の18.1 100分の18.1 100分の18.1 

たばこ・電 気の対比 電気ガス税 100分の10 100分の10 100分の8 100分の7 100分の7 
100分の6 (11月より) 100分の5 (1用より) 100分の5 電気くガス分離 
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別表第7 国民健康保険税の推移

垂

(4) (3) (2) (1)
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年
度
は
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日
現
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、
4
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年
度
以
前
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、
す
べ
て
年
度
末
の
数
字
で
あ
る
。

匪
擦
艶
総
額
の
3
7
年
度
が
、
3
6
年
度
よ
り
少
な
い
の
は
、
3
8
年
1
月
の
大
雪
で
交
通
が
途
絶
し
た
た
め
で
あ
る
。

5
3
年
度
に
つ
い
て
は
、
見
込
み
額
へ
当
初
予
算
額
)

で
あ
る
。

2
0
年
の
比
較
を
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る
と
、
医
療
費
総
額
に
お
い
で
は
、
1 

9
・
5
6
倍
、
本
人
負
担
額
は
1 

2
・
5
1
倍
、
調
定
額
は
、
2
0
・
3
8
倍
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
み
て
も
、
医
榛
費
は
、
年
々
漸
増
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
本
人

負
担
も
増
大
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
今
後
の
保
険
行
政
に
対
す
る
国
の
対
応
策
が
注
目
さ
れ
る
。

区分 年度 

課 税 総 額 の 構 成 割 合 

賦∴∴鰊 限度割 所 得 資 産 均等別 平等割 所得別 資産削 
被保険者 均等割 世帯別 平簿別 

33 

旧久万町 ′′ % % % % 用 門 円 

25% 25 30 20 51.37 13.85 117 370 30,000 

旧川瀬村 15 
35 35 15 53.49 21.11 140 327 30,000 

旧父二峰村 
25 

25 35 15 1.61 27.50 186 420 30,000 

34 25 25 35 15 1.86 21.55 214 443 30,000 

35 25 25 35 15 1.77 24.87 247 512 30,000 

36 25 25 35 15 1.51 27.71 290 576 30,000 

37 31 23 31 14 1.5 27.00 290 600 40,000 

38 34 21 31 11 1.5 25.00 300 600 40,000 

39 46 16 27 11 2.0 25.00 350 600 40,000 

40 47 13 29 11 2.3 25.00 500 800 40,000 

41 50 12 27 11 2.3 25.00 500 800 50,000 

42 46 12 30 12 2.5 臆 30.00 750 1,200 50,000 

43 46 13 29 12 2.5 30.00 900 1,500 50,000 

44 46 13 28 13 3.0 35.00 1,100 1,800 50,000 

45 53 15 21 11 3.5 40.00 1,100 1,900 50,000 

46 56 15 20 9 3.5 40.00 1,100 l,900 80,000 

47 55 18 18 9 4.5 50.00 1,300 2,300 80,000 

48 62 15 15 8 4.5 50.00 1,300 2,300 80,000 

49 60 12 18 10 4.5 50.00 1,800 3,000 120,000 

50 63 12 16 9 4.5 50.00 1,800 3,000 120,000 

51 53 12 16 9 5.5 60.00 3,000 6,000 150,000 

52 57 13 18 12 5.5 60.00 3,000 6,000 170,000 

53 43 10 30 17 5.5 60.00 6,000 10,000 190,000 

区分 税 額 匪繚費 

左の内 本人 負担額 

調定額 収入額 未収額 収入率 
跨一 ′均 

年度 帯当り賦 課額 鞘誌 総 額 

33 

千円 千円 千円 % 円 円 千円 千「Iう 

) l 
2 .2 

タ 

1,588 1,329 259 83.7 2,167 391 5,794 2,753 

1,407 1,386 21 98.5 2,760 524 4,562 1,815 

34 7,311 6,394 917 87.5 2,937 600 27,747 13,012 

35 8,317 7,388 929 88.8 3,336 695 33,281 15,463 

36 9,246 8,589 657 92.9 3,724 805 39,302 18,846 

37 9,791 9,248 543 94.5 4,044 900 37,416 17,874 

38 9,372 9,002 370 96.1 3,913 894 44,748 20,023 

39 12,177 11,563 614 95.0 5,208 1,234 51,749 19,706 

40 15,486 14,916 570 96.3 6,638 1,616 64,854 -19,291 

41 15,084 14,563 521 96.5 6,457 1,617 78,808 23,526 

42 20,924 20,258 666 96.8 i9,019 2,323 88,514 26,102 

43 23,008 22,544 464 98.0 10,021 2,673 110,329 .32,464 

44 28,567 28,082 485 98.3 12,590 3,506 134,627 32,874 

45 32,375 31,994 381 98.8 14,344 4,100 il鎚,627 39,394 

46 32,181 31,987 194 99.4 14,220 4,268 152,071 44,666 

47 38,349 37,991 358 99.07 17,013 5,234 181,530 48,510 

48 44,375 44,040 335 99.25 20,198 6,369 210,704 35,953 

49 54,.308 53,915 393 99.28 25,401 8,145 307,917 馳,923 

50 55,639 55,343 296 99.47 25,890 8,430 393,948 77,733・ 

51 28,511 78,099 412 99.48 36,568 12,148 !483,067 94,754 

52 80,295 79,867 428 99.47 38,036 12,893 487,821 97,664 

53 103,139 102,108 1,031 99.00 48,422 16,989 542,759 162,827 
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(9)納 税 組 合

納税思想の普及と納税成績の向上をはかる目的で34年6月に制定された納撹奨励条例によ

り,旧町村にあった納税組織をそのまま吸収して,新しい納税組合(主に職域)を結成し発足

した。 34年以来の組合数,及び,納税成績は第22表のとおりで年毎に向上し,過去20年間に

完納組合数が3.4倍とをり,納税奨励金の交付額は, 6.1倍にをった。

52年度の実績によると,総組合数132,内完納組合数は131もあり,ほとんど100%に近い納

付率である。

別表第8 納税組合関係調べ

(1)納税奨励金算定の基礎

年 度 期 別 

普 通 納 付 

月 割 納 付 

備 考 成 績 割 

税額割 (納期,納 付税額) 完 納 90% 80% 70% 成 績 割 税 額 割 

34年6月 上半期 各期 各期 各期 各期 % 普通納付の % 

条例制定時 下半期 50円 45円 40円 一円 5 各8割以内 3 

35年9月 改 正 上半期 下半期 

100円 80円 60円 40円 3 % ケ 2 % 

38年9月 改 正 期別廃止 1ヶ年 

200円 160円 120円 80円 3 % 廃 止 廃 止 

(2)納税奨励金交付額等調べ

区 年度 分 

紘 35 36 37 38 39 40 41 42 43 上 45 46 47 48 49 50 51 52 

納 税 奨 励 金 

成績別 

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 

153 323 鎚2 443 470 409 432 444 4粥 469 482 .513 509 514 

502 i 

501 501 499 491 

税額割 772 568 653 746 795 850 l,029 l,068 1,3製 1,482 1,733 2,152 2,2蝕 2,3製 3,105 i 3,869 3,559 4,459 5,177 

計 925 891 1,035 1,189 1,265 1,259 1,461 一Il,5 

I 1,850 i 

1,951 2,215 2,665 2,773 2,908 3,607 4,370 4,100 4,958 5,668 

納 税 組 △ 口 

総 数 組合 125 128 129 129 129 129 129 129 129 130 128 128 128 128 130 129 129 131 132 

完納数 組合 39 48 62 95 95 85 95 95 

95i 

102 100 117 111 116 124 ∴117 122 127 13l 
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第9図 主要三税(町民税,固定資産税,保険税)の比較
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第10表 町税賦課徴収実績詞(現年度分)

税目 年又 

個 人町民税 法人 町民税 固定 資産税 納付金及び交付金 経自 動卓説 特別土地保有税 

調定額 収入額 収入 調定額 収入額 収入, 調定額 収入率 収入′ 調定額 収入額 収入′ 調定額 収入額 収入, 調定額 収入額 収入′ 

34 5,0蝕 4,780 95.5 1,676 1,紘5 80.3 11,173 10,039 89.9 519 519 100 415 i359 86.5 

35 7,426 6,436 86.7 1,711 1,697 99.2 11,2蝕 10,298 9l.4 574 5砕 100 519 471 90.8 

36 7,407 7,124 粥.2 1,738 1,566 90.1 11,296 10,630 94.1 610 610 100 751 667 88.8 

37 9,312 9,038 97.1 2,522 2,蝕5 9l.9 11,582 11,023 95.2 1,392 l,392 100 950 8蝕 的.9 

38 9,418 9,323 
99・9 

2,807 2,526 90.0 11,872 1l.490 96.8 1,581 1,581 100 1,115 1,020 91.5 

39 9,7駆 9,489 97.2 2,750 2,567 93.3 12,785 12,182 95.3 1,746 1,746 100 1,223 1,153 製.3 

40 10,472 10,210 97.5 3,630 3,515 96.8 13,399 12,869 96.0 1,829 1,829 100 1,493 1,402 93.9 

41 12,882 12,039 93.5; 3,046 2,882 93.1 12,9他 12,676 97.9 1,985 1,985 100 1,542 1,511 98.0 

42 13,945 13,751 98,6 3,072 2,986 97.2 15,113 14,881 98.5 1,974 1,974 100 1,792 1,692 製.4 

43 14,179 13,993 98.7 3,090 2,899 93.8 16,345 16,093 98.5 2,151 2,151 100 2,009 1,960 97.6 

44 14,4館 14,356 99.2 3,220 3,105 96.4 18,012 17,675 98.1 2,085 2,085 100 2,326 1,960 97.6 

45 18,7館 18,681 99.6 4,681 4,668 99.7 20,399 20,219 99.1 2,562 2,562 100 2,504 2,493 99.6 

46 24,3挫 23,8製 98.1 5,203 5,185 99.7 22,406 22,043 98.4 2,992 2,992 100 2,777 2,750 99.0 

47 25,150 24,652 98.3 6,914 6,850 99.1 29,0艶 28,402 97.8 3,l馳 3,1艶 100 2,9鎚 2,952 98.9 

48 38,495 認,305 99.5 8,512 8,267 97.1 27,527 26,163 95.0 3,261 3,261 100 3,047 3,006 98.6 

49 51,790 50,618 97.7 9,635 9,618 99.8 29,910 28,008 93.6 3,698 3,698 100 2,891 2,842 98.3 10,366 10,366 100 

50 48,685 48,322 97.3 8,074 8,067 99.9 40,341 39,076 96.8 4,191 4,191 100 2,749 2,736 99.6 6,350 6,350 100 

51 拘992 55,299 99.3 7,812 7,780 99.6 46,233 45,163 97.7 4,771 4,771 100 3,500 3,490 99.7 5,692 2,417 42.5 

52 飾,315 蝕,923 97.9 11,126 1l,113 99.9 52,676 50,825 96.5 5,020 5,020 100 3,5脚 3,499 ・99.9 5,649 5,649 100 

塊へ52 比率 
13.3倍 6.6借 4.7倍 9.7倍 8.4倍 

税目 年ス 

たばこ消費撹 電気 ガス 税 木材 引 取税 国民健康保険税 合∴∴∴∴計 

調定額 収入額 収天 調定額 収入額 収入′ 調定額 収入額 収入′ 調定額 収入額 収入′ 調定額 収入額 収入′ 

34 3,2鎚 3,284 100 2,199 2,199 100 2,643 1,434 馳.3 7,311 6,394 87.5 鈎,224 30,353 88.7 

35 3,342 3,342 100 2,375 2,375 100 3,107 2,4鎚 78.3 8,317 7,388 88.8 38,635 35,015 90.6 

36 3,791 3,791 100 2,736 2,736 100 3,213 2,785 86.7 9,246 8,589 92.9 40,788 38,498 製.4 

37 5,039 5,039 100 2,542 2,542 100 2,092 1,025 49.0 9,791 9,248 製.5 45,252 42,516 蝕.0 

38 6,105 6,105 100 2,760 2,760 100 3,600 2,642 73.3 9,372 9,002 96.1 48,636 46,必9 95.5 

39 7,252 7,252 100 2,775 2,775 100 4,3坐 3,031 69.8 12,177 1l,563 95.0 馳,810 51,758 94.4 

40 7,542 7,542 100 3,012 3,012 100 3・417 2,2鎚 飴.5 15,486 14,916 96.3 60.280 57,499 94.4 

41 7,851 7,851 100 3,2他 3,2必 100 5,375 4,299 80.cO 15,0鎚 14,563 96.5 紳,003 6l,050 95.4 

42 10,502 10,502 100 3,167 3,167 100 3,989 3,722 93.3 20,924 20,258 96.8 74,478 72,933 97.9 

43 10,689 10,689 100 3,515 3,515 100 2,906 2,803 96.5 23,008 22,5他 98.0 77,892 76,蝕7 98.4 

44 12,411 12,411 100 4,091 4,091 100 4,691 4,438 製.6 28,567 28,082 98.2 89,871 78,5馳 87.4 

45 12,802 12,802 100 4,547 4,547 100 5,4蝕 5,113 93.6 32,375 31,994 98.8 104,098 103,079 99.0 

46 14,452 14,452 100 4,918 4,918 100 2,7蝕 2,677 96.9 33,6砕 32,169 95.5 113,530 111,070 97.8 

47 14,583 14,583 100 5,597 5,597 
lOO 

5,111 4,210 85.3 39,809 38,348 96.3 132,396 128,748 97.2 

48 15,966 15,966 100 5,877 5,877 100 3,437 3,370 98.0 `均375 挫,040 99.2 150,497 148,255 98.5 

49 16,914 16,914 100 7,084 7,0馳 100 4,563 4,377 95.9 馳,308 53,914 99.3 191,159 187,439 98.1 

50 17,975 17,975 100 7,132 7,132 100 3,586 2,936 81.9 55,638 55,342 99.5 194,721 192,127 98.7 

51 19,436 19,436 100 8,665 8,665 100 4,325 4,156 96.1 78,510 78,099 99.5 235,936 229,276 97.2 

52 28,479 28,479 100 10,014 10,014 100 4,824 4,737 98.2 80,2製 79,867 99.5 267,901 2的126 98.6 

鈍へ52 比蜜 
8.7倍 4.6倍 1.8倍 11.0倍 7.8倍 
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(町村合併20年)年度別一般会計に対する町税比率,並びに,住民一世帯, -人当たり平均割額調書

年 町一一般会計 町 税 

左の決錐 に対する 町税比率 

町人日に? (当該 

町世帯 
町税巨一 人当た 撼言 町一般会 計歳入町 

度 歳入決算額 収入額 り平均 額 たり平 均額 民一一人当 たり割絨 

34 I 

91,233 29,251 32.06 14,860 3,260 l,968 8,972 6,139 27、985 

町村合併 初年度 町税 調整期 

35 117,484 30,088 25.61 14,788 3,260 2,034 9,229 7,944 36,038 

36 269,617 32,793 12.16 14,174 3,254 2,265 10,077 18,622 82,857 
新町建設 計画期 

37 217,183 34,816 16.03 14,174 3,314 2,456 10,505 15,332 65,535 /′ 

38 207,048 

i 

39,521 19.09 13,933 3,261 2,836 12,119 14,860 63,492 ケ 

39 190,320 41,727 21.92 容 13,499 3,274 3,091 12,744 14,098 58,130 〃 

40 248,045 44,791 18.06 13,010 3,275 3,442 13,676 19,065 75,738 〃 

41 309,258 48,222 15.59 

i 

12,699 3,314 3,797 14,551 24,352 93,313 ク 

42 318,679 54,405 17.07 12,170 3,259 4,470 i 16,693 26,185 97,784 ケ 

43 413,553 55,403 13.40 

二二 

3,224 4,685 17工84 34,972岳 128,273 
高度経済 成長期 

44 443,638 61,335 12.83 11,399 3,123 膏3801 19,639. 38,919 i 142,055 

ケ 

45 514,139 71,972 14.。。上1,。。5 

管 

3,067 6,504 23,466 46,465 167,635 ケ 

46 560,255 79,272 14.15 

国71。 且 

3,075 7,395 25,779 52,267 182,196 ケ 

47 753,758 87,251 11.58 

:上川=∪ 

教 3,029 8,357 28,805 72,199 248,847 ケ 

48 922,899 106,967 

1159」10,254 12・18巨990 

3,015 10,431 35,478 90,003 306,102 
オイ)レシ ョック期 

49 1,111,875 135,481 3,007 13,561 葛 45,055 111,298 圧6。,7。2 l !不況期 

50 1,292,509 139,209 10.77 9,884 

3,021 ⊥_ 

容 14,084 46,080 130,767 

喜427,841 日 

イ′ 

51 1,706,4弧 152,297 8,92 9,726 )2,998 15,658 i50,799 175,452 569,197 ケ 

52 1,966,214 182,441 9.28 9,622 3,002 18,960 60,773 204,345 654,968 決算見込 

53 1,982,737 175,400 8.85 9,554 3,010 18,358 58,272 207,529 658,716 当初予算 

平均 681,844 80,000 11.75 11,904 3,152 6,731 25,422 57,278 216,321 

20年間 の平均額 
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9.新しい町づくり計画と実績

(1)新町建設計画(昭和36年)

石鎚山系の緑に恵まれた自然環境,豊かを生産と明るい生活環境,温かい人々の触れ合いと

連帯,文化のかおりに満ちた高原の田十〇住むをら久万叩。

こんを田にしたいというのが,久万町合併のねらいであり,また願いでもあった。しかし,

新町建設の道は厳しく,前途は必ずしも楽観を許さをかった。条例の制定,組織機構をどの体

制づくり,合併条件の整備等,大きを課題が山積された中でのスタートであった。

このようを問題に適切に対応する一方,町の将来の発展の方向を求めて,すべての住民が一

町一心となり,仕事,暮らら憩いの調和しが富力と連帯に満ちた町づくりのための長期計画

の策定を行った。それが,新町建設計画であった。

この計画は,合併後の新しい久万町の方向づけと,それを達成するための基本方針を打ち出

したものである。

計画は,すべて実状に合ったものでかすればをら老い。この計画を立てるに当って,まず町

全体の実態を把握することから始められた。産業・経済・教育・文化・福祉・保健・財政等か

ら,自然的,社会的条件に至るまで綿密を調査を実施した。

この調査の結果を資料として, 「健康にして文化的を生活を営む町」の建設を基本目標とし

た,新町建設計画が立てられたのである。時に昭和36年3月であった。

計画の基本的を骨子は,次のとおりである。

① 各種産業部門における所得の増大を図るための基本条件と経済条件の改善。

② 各種産業の基盤の拡大を図るための道路・水路・交通・通信施設の整備。

・ ⑨ 教育・文化の向上と,衣:食・住の改善と生活の安定。

④ 過剰人中問題の解消と所得の増大。

⑤ 地域経済団体の整備強化と--本化の確立。

⑥ 行政機構の改善と畢務能率の向上化,及び投資的経費の増大。

以上のようを基本方針のもとに,さらに具体的都請帽をたで,それらを総合的,有機的に

結びつけて,新しい町づくりが進められてきた。

(2)久万町企画審議会(昭和46年8月)

合併以後進められてきた町政の歩みについて,反省・検討するとともに,今後の新しい町政

の方向について,具体的を憲兄を提示するごとを目的として,昭和46年8周に,町長の諮問機

関として久万町企画審議会が設けられた。

同年8周3工日,第1回の会合を持ち,以後6回にわたる審議の結果, 「久万町企画審議会報

告書」をまとめて,町長に答申した。

答申では,上浮穴郡の中心拠点としての久万町が有している独自の風土条件を強調し,レジ
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ヤー・スポーツ・各種研修会・文化的諸行事など,黒部松山市が従来果たしてきた機能の一部

を,久万町が分担すべき条件が熟していると述べている。さらに,久万林業,観光資源の有利

性をいかに発揮・進展させるかが課題だとし,そのための新しいアイデアと技術革新,全町的

を体制づくりの必要が強調されている。

また,過疎化に対応した生活環境の条件整備の立ちおくれを指摘し,

① 町政は,都市機能の充実を重点課題とする。

(② 住民自らによる新しい郷土づくり運動を組織する。

ことなどを基本視点にして,積極的を諸施策を求めている。

具体的な方向として,次のようを提言がおこなわれた。

短 期 対 策 中 ・長 期 対 策 

(D 総合グランドの建設 ① 町内土地利用将来 構想図の策定 

(② 自然保護条例の制定 ② 久万町民デーの設定 

③ 新しい産業分野の開発 (り 特性をもったリクレーションゾーンの建設 

④ 老人の生きがい対策 ④ 商店街と国道との連絡道路の新設 

(り 後継者育成対策 ⑤ 部落組織の再編成 

⑥ 商店街に駐車場の新設 ⑥ 水資源の確保 

答申の趣旨と提案事項は,その後,町政の中に生かされ,現在,そのほとんどが実現されて

いる。実現に至ってい老いものについては,今なお研究中であり,実現すべく努力が積み重ね

られている。審議会委員は,次のとおりであった。

愛 媛 大 学 岩 谷 三四郎 久 万 中 学 校 土 居 正 一 

久万 町 議 会 石 丸 亨 久万農業協同組合 土 居 寛 

ケ 曾 我 定 之 久万町森林組合 竹 内 友 長 

ケ 加 藤 学 久万町商工会 水 谷 清
一 

ケ 西 岡 忠 義 久 万 町 役 場 大 野 美奈夫 

ケ 正 岡 豊 ケ 川 崎 博 規 

ケ 上 岡 義 幸 ケ 渡 部 鬼子雄 

愛 媛 新 聞 社 樋 口 正 俊 久万町教育委員会 小 椋 秀 雄 

上 浮 穴 高 校 安 宅 清 

(3)久万町振興計画 (昭和47年)

この計画は,わが国の社会経済が,めまぐるしく変化していく中で1万町民の生きがいと

うるおいを求めて,活力に満ちた新しい町づくりの方向を探り,産業・経済・福祉・保健・教

育・文化等住民生活をとりまく諸条件の整備をめざして策定されたものである。をお,この振
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興計画は,昭和47年度から昭和56年度までの10年間を目途とした長期総合計画でもある。

この計画は,1①基本構想, ②基本計画, ③実施計画の三点を申ノいこして構成されたものであ

る。まず,久万町の望ましい将来像を描き,これを達成するために必要を施策の大綱と,各部

門毎の根幹事業の計画,さらに,実施年次計画が細かく定められている。地方自治法の規定に

基づいて,久万町振興計画審議会に諮り,検討が加えられた後,昭和47年12月20日,議会の承

目標 区 分 内 容 

① 住 

1.生活圏域の設定 
○基盤集落園の設定 

○単位集落の設定 

2.自然保護と安全 

○全町公園化計画の推進 

み 
○自然破壊防止対燕の樹立 

対策 ○広域化による常備消防体制の整備 

よ い 

○砂防,治山,治水対策の確立 

3.生活環境整備 

○水資源の開発 

○公園,キャンプ場等の整備 

町 
○住宅,上,下水道施設の整備 

○清掃施設,火葬場,じん芥焼却場整備 

づ く 

○地方改善事業の推進 

4.社会福祉対策 

○老人憩いの素建設 

○保育所,遊園地,広場等の整備 

り 

○民間福祉事業の推進 

5.保健医凛の向上 

○町立病院の整備充実と医繚機関の提 

勝による予防活動の擢進 

○成人病予防対策 

認をうけて決定したものである。

この計画では,これからの新しい町づくり

の基本的を大綱として,

① 働きがいのある町づくり

② 住みよい町づくり

③ 文化の香り高い珂づくり

の3本の柱を立てている。また,これを進め

ていくための施策の基本方針と内容も定めて

いる。実施計画は,急激を社会の変化や地域

情勢の変ぼうに対処して,修正していくこと

ができるようにをっている。重点的を施策の

内容は,次のとおりである。

目標 内 容 区 分 目標 内 容 区 分 

② 

1.∪土地利用計画 

.0地帯別土地利用区分の設定と優良農 

③ 

1.教育文化施設の 

○学校統合と関係施設の整備 

地の確保 

○町民館,体育館の建設 ○運動公園の建設と施設の整備 
働 

○農地基盤整備事業の推進 0国土調査事業の推進と土地制度確立 ○都市計画指定,土地開発公社設立 

文 

ぎ 化 整備と振興対策 ○幼児教育の推進 

が 

2.交通・通信網の 整備 

○主要地方道の複線化促進 の ○幼稚園,学校,公民館の整備充実 

い の 

○生活道の改良と舗装 ○テレビ難視聴の解消 ○電話の増設(1戸1台) 

香 り 

○各対象別学習体制の確立 

2.文化の振興 

○ふるさとの再発見 

あ 

○過疎バス対策の樹立 ○自然体琵村事業の推進と観光開発 

高 ○文化活動への参加促進 

る 町 づ く :り 

3,産業振興対策 

い 町 づ く り 

○文化財保護,愛護精神の徹底 

0主要作目の岡地化と佳麗の組織化 ○部市近郊農業の導入 

0芸術文化固体の育成 

3.行財政の近代化 

○広域行政の推進と健全財政の確立 ○町有林の効率的経営と地域産業への 

○集把荷センターの設置 

○農村工業の導入 

○林業労務者確保対策 貢献 

〇度林道の開設促進 ○林業技術体系の普及 0長期計画による研究林拭験林設定 ○商店街の再編成と駐車場設置 

○行政事務の近代化と職員の資質の向 上 ○広報,公聴活動の充実 
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久万町振興基本計画策定審議会委員名簿

氏 名 所 属 氏 名 所 属 氏 名 所 属 

西岡 忠義 久万町議会 曾我 定之 久 万 町 議 会 大野 好高 久万町農業委員会 

石丸 亨 ケ 正岡 豊 ケ 小田 慶孝 久 万 中 学 校 

上岡 義幸 ケ 土居 寛 久万農業協同組合 小倉 清 久万町教育委員会 

e 小倉 清澄 ケ 段之上 明 久万町森林組合 

加藤 学 ケ 水谷 清一 i久万町商工会 

(4)広域市町村圏計画

経済の発展にともをい,都市はもとより農山村においても,住民の生活水準は急速に向上し

生活環境の充実向上のために公共施設の整備の必要性がますます増大してきた。また,交通・

通信手段の発達,特にモータリゼーションの普及により,住民の日常生活の場は,市町村単位

の行政区域を越えて広域化してきている。

このようを情勢に対応しをがら,多様な住民要望に適切にこたえ,行政の効率的を運営をは

かる●必要から,日常社会生活圏域を一つの単位とした広域的施設整備が強く求められるように

をった。国は,昭和45年,自治事務次官通達により,広域市町村圏振興措置要綱を示し,それ

ぞれの圏域において,関係市町村の統一的意思のもとに,住民の豊かを生活と福祉の向上を目

標とした長期の広域的な振興計画の策定を指導してきた。

愛媛県においては,このよう勧旨導に基づき,県内を六つの圏域に分けて,その圏域の特性

と今後の発展方向を見定めをがら,住民生活に密着した広域行政計画を推し進めている。

久万町は,昭和47年2月に結成された松山市を中心とした3市(松山市・北条市・伊予市)

9町(川内叩・重信町・中島町・松前町・砥部町・中山町・双海町・久万町・小田町), 4村

広田村・面河村・美)晒す・柳谷村)で構成している「松山地区広域市珂村圏協議会」に属して

いる。また,上浮穴郡は,松山地区圏の2次圏域に入っており,郡内5か町村は,広域的行政

事務,及び,o住民サー●ビスの向上につとめている。

をお,この計画を策定してから後の社会・経済情勢,及び,住民意識の変化をうけて,これ

までの実績に基づきをがら見直しをすすめ,昭和52年3月,計画の改定をねこ怠った。

現在までの,久万町関係の広域圏事業の主をものは,次のとおりである。

事 業 区 分 事 業 内 容 事 業 主 体 実施年度 事業費 備 考 

特別養護老人ホーム 
鉄筋コンクリート 

5,901mな 
3南9町4村 

千円 653,760 

し 尿処理施設 日量25kg 
久万町・面河村・美川 

50 303,147 
一郎轟務組合 

村・柳谷村・小田町 てる筒埋運「営 

廃棄物処理施設 鶴菖畳語 ノン 49 7,000 
イ′ 

老人いこいの家 鉄筋コンクリート ・シ 49 54,650 
久万間丁で、筒理 

2 F 368.76nf 運常 

広域消、防施設 鉄筋コンクリ-ト ノン 52 48,000 
-都事務組合 

.,2『 431.11正 で筒理運営 
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このほか,地方公社として,郡内5か田丁村の共同出資によって,上浮穴土地開発公社が昭和

48年6月20日に設立されている。

火葬場施設については,現在研究が進められている。

松山圏域における久万町の位置づけ

久万町は,県都松山市から車で1時間の至近距離にあり,四国の軽井沢とも呼ばれているよ

うに,高原の自然景観に恵まれており,観光・リクレェーション地としての発展が期待されて

いる。産業面では,農業,及び,林業が中心となっている。いずれにしても久万町は,山岳高

原地帯における中心地としての役割を受け持っているわけである。

(5)過疎振興対策事業

昭和30年代後半からの,経済の高度成長にともなう激しい人口移動は,都市地域の過密化を

もたらした。同時に,農村地域の過疎化現象を生み言莱刻を社会問題を引き起こした。過密・

過疎対策が,行政における重要を課題とをったわけである。

国は,過疎地域の振興をはかるため,昭和45年,過疎地域対策緊急措置法を制定し,財政・

金融上の特別な措置を講じた。現在までに,全国で1,093の市町村がその適用を受け,それぞれ

過疎対策事業を実施している。

久万町が,この過疎法の指定を受けたのは,昭和45年5月1日である。久万町は,それ以来

久万珂過疎振興計画に基づいて,それぞれの地域の特性に即しをがら,地域の生活環境と生産

基盤の整備を重点的に行ってきた。

昭和49年までに前期計画が終了し,昭和50年からは,後期計画によって事業を進めているが

現在までの実績は別表のとおりである。

この間の投資総額は,約38億円であり,その構成は,交通・通信体系31.6%,教育文化施設

11.0%,生活環境,医療関係28.2%,農林水産業,その他の産業関係28.4%,その他0.8%とな

っている。

久万町は,過疎によって切実,且つ,多様を問題をかかえていたが,その問題解決のために

道路をはじめ,生活環境や産業基盤の整備に努めた結果,それぞれの分野において,当初の計

画を上回る実績と効果をあげることができた。

しかしをがら,鈍化してきているとはいえ,依然として人口減少は続いており,まだまだ,

たくさん解決しかすればをらない問題がある。特に人口の老齢化率が年々高くなっているだけ

に,今後,ますます増加する高齢者の生きがい対策を検討し,小突施しかすればならない。また

若い人達が定着できるようを産業の振興策も講じなければをら老い。さらに,安全・便利・快

適をコミュニティづくりト あるいは,高原の立地性を生かした商工業対策・観光レクリェーシ

ョン開発など,生きがいとうるおいのある町づくりへの課題は多い。
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過疎対籠事業の実績(昭45へ52年度)
(単位千円)

年次 区分 

前 期 計 画 後 期 計 画 

昭 45 昭 46 昭 47 昭 48 昭 49 昭 50 昭 51 昭 52 合 計 構成比 

交通通信体系の整備 40,953 49,619 96,451 97,502 97,115 225,4工1 256,059 鎚6,1鎚 〇十,209,.244 “3l.6% 

教育文化施設の整備 11,170 93,223 98,139 8,469 40,400 91,467 77,4製 420,肇9 きll.0 

簑幣欝鰐轡篠 2,726 21,083 60,624 155,7他 512,193 76,395 163,309 85,583 1,077,617 28.2 

産 業 の 振 興 音38,674 51,710 97,739 他,530 197,810 232,649 42l,760 1,084,872 28.4 

そ の 他 28,734 28,734 0.8 

合 計 82,353 81,872 釦2,008 449,084 691,068 馳0,016 743,4鎚 930,971 3,820,856 100.0 

(6)山村振興特別対策事業
e

山村振興法は,山村に住む人たちの所得を高め,生活環境の向上をはかることによって,都

市との生活の格差を解決しようという目的で制定されたものである。この山村振興法が成立し

したのは,昭和40年である。

久万町においては,昭和45年に川瀬,及び,父二峰地区が,同法による振興山村の指定をう

け,昭和46年度eから49年度までの間に,第一期特別対策事業を行った。そして,昭和53年度か

らは,第二期特別対策事業を始めている。その実績と計画は,次のとおりである。

第一期特別対策事業の実績(昭和46へ49)

事業‾区分 事業種目 

受益範囲 

獲行場所 事業主体 事 業。量 事業費害 

負 担 区 分 

戸数 面積 
霜助璧 蒸助窒 霜買 その他 

く 生産基盤 整備 

農 道 

戸 ha 

久保の前 久万町 
し二454.6m W=3.5 

千円 千円 千円 千円 千円 

6 3.9 6,967 3,483 1,393 696 ’1,395 

ケ 
6 3.8 森 田 ク 

し=392.0 W=3.5 

5,034 2,517 1,006 503 1,008 

ク 5 8.0 岩 川 〃 

し=500.0 W=3.5 

7,000 3,500 1,400 700 1,400 

ケ 20 7.0 明 杖 ク 

し=360.0 W=3.5 

4,855 2タ427 
音

971 i486 971 

小 計 38 22.7 \ し=1,706.6 23,856 11,927 4,770 2,385 4,774 

経営近代化 野菜集荷場 200 37.0 東 国 久万農協 
鉄骨平屋建 

803.52正 
16,707 7,242 1,448 8;O17 

小 計 \ 200 37.0 \ 1 棟 16,707 7,242 1,448 8,017 

合 計 \ 238 59.7 \ し=1,706.6 1 棟 
40,563 19,169 4,770 3,833 12,791 
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第二期特別対策事業の計画(昭和53-56)

事業区分 事業種目 

受益範囲 

旅行 箇所数 

事業主体 事 業 量 

事業費 i 

負 担 区 分 

戸数 面積 
i頴助塞 霹助繋 I市町 村費 車他 

生産基盤 整備 

ほ場整備 
iヨ 力α 

1 久万農協 

万々 
I

千=l 
i

手口 千Ii】 千IIi 千II】 

20 2.6 2.6 24,000 12,000 4,800 
ー 

7,200 

農 道 41 17.7 3 久万町 
し=500.Om W=3.5へ4.0 

56,000 28,000 11,200 

8,400 i き8・400 

経営近代化 施設 

農林業基盤 整備用機械 
270 63.0 1 

ケ 

ドーサンョ/ヾル 繕露謂レ 

20,000 10,000 

」l。,。。。 iI 漢 

近代化施設 270 10.0 1 建物1棟 24,881 12,440 

I i12・441 

生活環境 整備 

簡易給水 施設 
19 i 

人 47 1 久万町 給水施設一式 6,500 3,250 i」 1,350 

l,900 i 

生活改善 施設 
20 人i 78 

1害 

ケ 

木造平屋建1棟 119.13壷 

7,500 3,750 

I 

750 i 3,000 

合 計 \」 640 \」 \」 38,881 

69可 16,000i 20・500i 

32,941 

(7)地域振興事業等の実績

この事業は,市町村が地域のコミュニティ施設,及び,生活環境,産業基盤の整備を促進し,

住民の生活向上と福祉の増進をはかることを目的として行う事業に対し,県が単独で行う補助

融資制度である。昭和36年度から,久万町が実施した事業の実績は,次のとおりである。

‾(単位千円)

区分
〇年度 昭榔 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 計 

道 路 橋 梁∴整∴備 16,900 6,穂9 10,003 1l,期 8,肌) 3,(朋 11,812 9,館0 2,1馳 14,110 糾,館8 

連た左通区小規模舗装 iOO 5,鑓0 5,欄 5,193 6千的) 3,さ的 29,762 

消 防 施 設 1,520 朝的 栂5 馳0 弱() ’高195 

簡 易 給 水 施 設 2,911 1,162 1,141 9鮪 l,織5 8,002 

有 線 放 送 整 備 2,鰍) 2,柁1 800 500 1,蹄6 750 9,謡7 

集 会 所 整 備. 5言数! 4,100 3,舐7 008 7,570 l,008 22,411 

保 育 所 整 備 }220 3,00 3,鑓0 

公 営 駐 車 場 4,C朋 4,000 

住民リクレーション施設 ●- 観相 1,199 

林産物流通施設 3,側0 3,000 

じん芥処理収集率 1,倣5 4,176 5,飾1 

へぎ地保健医簾整備 l,250 1,200 2,400 

都市排水路整備 5,舵0 5,肥0 

計 盤0 5,811 も的3 1,141 16言剃) 14,300 10,003 l,4騎 埠O15 14,齢7 15,絃0 7,120 18,鍵6 17,紳7 泌,7脳 24,㈱3 193,努5 

(8)コミュニティ施設整備事業の実績

テレビジョン難視聴対策

昭和42年3月25日に,久万テレビジョン中継放送局が,そして,同年12月17日に美川テレビ

ジョン中継放送局が, NHK ・民間放送局の尽力によって開局した。

難視聴世帯が大半を占める当地方にとって,まさに福音ともいうべき大事業であった。久万

局については,中継所への取り付け道路の開設等の問題もあって,久万町も積極的に行政的援
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lゝ∴∴∴u

助を果たした。

この中継所の開局によって難視聴世帯は大幅に減少したが,しかしながら,周囲を山で囲ま

れ人家が谷間に点在する当地方のようを立地条件の下では,まだ相当数の難視聴世帯が残っ

た.このため, NHKによる共同受信施設の設置が,積極的に推し進められた。また,零細規

模の地区については,県のコミュニティ施設整備事業の導入を図った。さらに,今年度に承っ

て,大字菅生地区の中心部を対象に,ミニサテライト局(極微小無線局)がNHKの手によっ

て誕生した。このように,難視聴対策は,手をゆるめることなく続けられているのである。

なお,これらの施設建設に要する費用は, NHK等の事業主体の負担のほかに,一定額を受音

益者が負担し言不足額を町が出すといった方法をとってきた。

現在,テレビジョンは,生活必需品として「をくてほならないもの」であるが,特に久万町

の場合は,冬の期間が長い等の理由もあって,その需要には根強いものがある。今後,さらに

通信技術は高度化していくであろう。例えば,通信人工衛星からの受信の実用化と普及が,将掌

釆実現するにちがいちい。それまでの対策として,できるだけ早い時期に久万町の難視聴地区

がゼロにをるように努めていきたいものである。

久万町テレビジョン難視聴対策施設一覧表

施e 設 の 名 称 所 在 地 受益戸数 建設年度 事 業 名 

二名テレビ共同受信施設組合・ 久万町大字二名 211 
昭和 NHKテレビジョン 
44(1969) 難視聴対策事業 

下直瀬 ヶ○ ケ 直 畢 
64 45(1970) 

ケ 

皿 木 ヶ 〃 東明神 11 46(1971) 
ケ 

下畑野川 ヶ ケ 下畑野川 190 
47(1972) 51(増設)(1976) 

ケ 

橋 詰 〃9 ク 露 峰 19 48(1973) 
〃 

嵯峨山∴∴∴∴ヶ ケ 下畑野川 26 50(1975) 
ケ 

上畑野川 o〃 ケ 上畑野川 58 51(1976) 
ケ 

栄 谷 ヶ ケ 西明神 57 
52(1977) 

ケ 

遅 越 ヶ ケ 上畑野川 7 52(1977上 
愛媛県コミュニティ 施設整備事業 

朝∴∴非 々 e〃 下畑野川 14 52(1977) 
NHKテレビジョン 難視聴対策事業 

久、万 菅生 テ レ ビ 局 〃 菅 生 ilO う3(1978) 
ケ 

∴台∴ 計∴ ∴1巨地区 767 

.∴l臆 l 
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(各郵便局調べ)

テレビジョン保有台数

地 区 年 度 総保有台数 白黒テレビ ガラーテレビ 

久J 万 

昭和48 1,362台 789台 573台 

ケ 53 1,455 155 1,300 

畑 野 川 

ケ 48 310 209 101 

ケ 53 329 59 270 

直 瀬 

〃 48 283 180 103 

ケ53 i 

279 57 222 

父 壷i 

lヶ48 363 210 153 

ケ 53 353 40 313 

合 計 

ケ 48 2,318 1,388 930 

ケ 53 2,416 311 2,elO5 

注) 48年度(1973) 11月30日現在

53年度(1978) 4月1日現在

集会所建設

久万町内には古くから公会堂,あるいは,会堂と呼ばれる集会施設があり,それらは,o可、地

域での集会の場としての機能を果たしている。さらに,人間関係の醸成,研修をどの場としそ

も役立っているわけである。その施設数は, 52にも及び,中には明治時代に建築され,今日に

至っているものもある。

第二次世界大戦後は,青年団の集会所づくりに端を発した公民館が各地域で次々に建設され〈 ‥

た。町内の公民館総数は, 11館で他町村には類例のないほどの数である。
ぐ‥

行政施策としての集会施設も,町民館(コミュニティセンター)のような全町的な施設を合:

めていくつかが建設されてきた。今後の課題は,古い集会施設の改築である。集落の再編成の
e∴e

検討も含めて,施設の適正な配置を考えねばをらをい時期がきていると思われる。

集会施設に対する事業費の補助には,いろいろな種類があるが,愛媛県コミュニティ施設整。

備事業の中に集会所整備事業がある。したがって,小規模の集会所を整備する場合は,補助の

適用を受けることができる。

現行の補助率は,町費の継ぎ足しも含めて補助対象額の60%以内である。

をお,公民館などの町有施設については,前記コミュニティ施設整備事業によって「陽だま∴

り軍の部屋」を設け,テレビなどの備品を設置している。
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集 会 施 設 一 覧 表

(昭和52年10月1日現在)

施設の名称 建築面積 
受益 戸数 建築 軍使 

事 業 名 施設の名称 建築面積 
′受益 戸数 建築 年度 

事 業 名 

樅の木組会堂 59.62正 11戸 
昭和 10 

単 独 唱町二組会堂 47.70 64 
昭和 41 

単 独 

高山組 ヶ 54.40 18 
・シ 10 

〃 曙町三組 ヶ 99.00 78 
-シ 41 

ケ 

横道組 ヶ 86.84 39 
ケ 4 

ケ 春日台組 ヶ 77.76 115 
イ′ 52 

公営住宅事業 

野地組 〃 94.63 31 
ノン 20 

ケ 小 計 27施設 753.93 574 / 
中 組 ヶ 230.17 51 

ケ 23 

〃 西河之内組会堂 66.02 22 
昭和 32 

単 独 

本 紀 〃 63.82 69 
イ′ 10 

ケ 西明杖組 ヶ 49.50 41 
`′ 18 

ケ 

小皿木組 ヶ 26.80 22 
`シ 28 

ケ 喜 作 組 ヶ 30.77 13 
′ン 33 

ケ 

皿木組 ヶ 46.82 11 
・シ 10 

ケ 岩 川 組 ヶ 
48.12 36 

ケ 22 

ケ 

栄谷組 ヶ 31.49 21 
大」王 1l 

ケ 上・下西の浦組 ヶ 47.14 41 
`′ 30 

ケ 

横ノ川組 ヶ 24.00 13 
I昭和 10 

ケ 上 田 組 ヶ 64.71 33 
一ケ 25 

ケ 

新開組ク 55.10 27 
ケ 5 

ケ 中 村 組 ヶ 49.93 27 
・シ 24 

ケ 

日ノ地組 ヶ 26.80 27 
ノン 10 

ケ 柳 井 組 ヶ 41.0α 17 
明治 44 

ケ 

古町組 ヶ 32.09 61 
ノン 30 

ケ 嵯峨山 組 ヶ 57.00 16 
昭和 25 

ケ 

辻上組 ヶ 91.08 86 
ノン 34 

ケ 上狩場組 々 33.15 20 
大」王 10 

ケ 

上野尻組? 109.50 213 
イ・ 42 冤環緩黛醤欒 房代野組 ヶ 23.10 10 

・シ 10 

ケ 

下野尻組 ヶ 41.90 27 
・シ 25 

単 独 永 子、組 ヶ 62.81 34 
・シ 5 

ケ 

槻ノ沢組 ヶ 41.15 16 
ノン 25 

ケ 伸 組 ヶ 113.85 44 
昭和 15 

ケ 

北村組ク 52.31 31 
イ・ 25 

ケ 段 組 〃 135.47 55 
′′ 46 ぞ讃駿擬 

中 絶 ヶ 74.42 101 
′・ 8 

ケ 下 組 ヶ 80.26 113 
′ン 10 

単 独 

中退組 ヶ 54.92 61 
ケ 33 愛媛県コミュニティ 施言渡憶備喧∴業 

小 計15施設 1,992.64 386 

宮の前組 ヶ 86.81 30 
・シ 32 

ケ 瀬 戸 組 ヶ 17.40 5 
昭和 30 

単 独 

中野村組 ヶ 112.51 35 
ノン 51 意器寮毒ミ諒苦衷 宮 重 組 ヶ 28.00 10 

ケ 25 

ケ 

横谷組 〃 92.40 16 
′′ 10 

単 独 帯 石 組 ヶ 23.30 20 
ノン 25 

イ′ 

曙町一組 ヶ 56.10 43 
イ・ 41 

ケ 中 条 組 ヶ 15.60 13 
大」巨 

2 
ケ 

施設の名称 建築面積 
受益 戸数 建築 年度 

事 業名I 施設の名称 建築面積 
・受講 i声数 溌 事 業 名 

黒 沢 組会堂 66.41 17 
昭和 23 

単 独 ’上畑野川公民館 198.00 153 
昭和 25 単独 (建て替え) 

永 久 組 ヶ 152.46 26 
・シ 45 愛媛県債開発i 地域振興事業 ′上直瀬 ヶ 455.00 256 

・シ 25 

ク 

宮 成 組 ヶ 290.63 25 
明治 43 

単 独 下直瀬 ヶ 360.00 79 
ケ 25 

ケ 

橋 詰 組 ヶ 101.42 49 
昭和 39 竃銭糠袋爆薬 落 合 ヶ 224.00 76 

ノン 31 

ケ 

西ノ川組 ヶ 109.54 25 
ノン 33 

単 独 露 峰 ヶ 360.00 145 
・シ 25 

〃 

若 宮 組 〃 65.62 21 
′′ 15 

ケ 父野川 ヶ 
224.00 56 

・シ 30 

ケ 

小 計10施設 870.38 211 二 名 〃 
462.00 190 

・シ 32 

ケ 

合 計 52施設 3,616.95 171 入 野 館 139.00 176 
ノン 42 

地方改普施設整備事業 

明 神公民館 224.00 264 
昭和 32 

単 独 羅離鼠神) 241.00 011 
ノン 52 

創作活動施設設置事業 

久 万 ク 447.00 062 
ノン 29 

ケ 町 民 館 1,500.00 011 
ノン 48 最ミュ孟ティ毒ンタ桑 

野 尻 〃 226.00 241 
一シ 28 

ク 老人いこいの家 368.00 400 
イ′ 49 護襲重器璧翼 

下畑野川 ケ 
280.00 232 

イ・ 23 ケ (建て替え) 合 計15施設 5,708.00 011 
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(9)都 市 計 画

経過 昭和49年12月6唱,久万町のうち,大字束明神,西明神,入野,久万町,上野尻,。

下野尻,及び,.菅生.(中の村・横谷を除く。)の4,325haが,都市計画区域の指定を受けた。区

域の名称は「久万都市計画区域」である。久万町が,指定を申請したねらいの一つに,公園,

道路,下水道をどの都市施設の整備を積極的に図っていくことがある。もう一つは,久万町振

興計画に基づいて,町の開発を図り,田園都市的を形態と機能をもつ町づくりにつとめること

である。

都市計画とは 都市計画の目的は「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り,もって国土

の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与すること」である。この目的を果すために,大別し

て次の三つの計画が制度化されている。 ①土地利用一住居地域,商業地域をど8種類の用途地

域等を定める。 ②都市施設の整備一公園,道路,下水道等の整備を図る.。 ③市街地開発事業一

特別な法律によって市街地の開発を図る。

ここで特に留意すべきこ.とは,都市計画の基本理念であ.るところの「農林漁業との健全を調

和を図りながら健康で文化的を都市生活と機能的を都市活動を確保し,適正を制限のもとに土

地の合理的な利用が図られるべきこと」一都市計画法第二条-の条分を十分加味しなければを

らをいということである。一

久万都市計画の状況

用途地域 昭和50二51年度にかけて基礎調査を実施したこ調査区域は,旧久万町のうち市

街地を中ノ即こした172hαである。このうち,現在,都市的屈途に使用されている土地の割合は

45.5%であり,田,畑をどの非都市的用途の土地が過半を占めている。このことから,久万町

の都市形態は,田園的劉生格を有していることが明らかとをった。なお,用途地域は現在未定

である。

都市公園の計画決定と整備 都市計画に基づく都市公園の整備のため, ,昭和52年4月8日,

笛ヶ滝公園,及び,久万公園(大字菅生東国)のこか所について愛媛県知事の区域決定を受け,

第1次計画として久万公園の整備に着手した。同年秋,陸上自衛隊への委託事業として約4.O

haの粗造成を完了したも昭和53-56年度の4ヶ年計画で 国庫補助,地方債を導入して運動施

設を主体とする公園づくりを進めることにしている。計画事業費は,次の表の通り。で総額4

億4千万円を予定している。この公園が完成した暁には,町民のスポーツ・リクレーション需

要は大幅に満たされるぼか,全都的を行事はもちろんのこと,県都松山市の副次的な行事の開

催も可能とをる。また久万町の商工業の振興,新しい分野として開拓していかねばならない観

光農林業の振興にとっても,大きをプラス要因とをろう。なお,箇ヶ滝公園についても,順次

;整備を進める計画である。

次表は久万公園整備計画である。
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施 行 事 項 

I 事業内容 

全体事業費 52 年 度 53 年 度 馳 年 度 55 年 度 
小計 52-55年度 

56 年 度 

補助 単独 補助 単独 補助 単独 補助 単独 補助 単独 補助 単独 補助 単独 

用 地 費 78,000 32,000 48,000 32,000 00,000 78,000 32,000 

施 設 費 2鎚,000 00,500 9,500 50,000 20,000 100,000 29,000 150,000 58,500 86,000 32,000 

測量及び試験費 1,000 l,000 

事 務 赦 2,500 500 500 2,000 

合 計 314,000 126,000 10,000 48,000 32,000 80,000 20,000 100,000 29,000 228,000 91,000 86,000 35,000 

補助,単独割合(%) 71.4 28.6 0 100.0 00.0 40.0 80.0 20.0 77.5 22.5 71.5 28.5 71.1 28.9 

対前年度伸率 /// 
ー 

l.00 1.25 1.61 /// 1.51 

財 源 内 訳 

国庫補助金 144,000 0 16,000 35,000 50,000 101,000 43,000 

起 債 270,000 0 60,000 61,000 75,000 196,000 74,000 

一 般財源 26,000 10,000 4,000 4,000 4,000 22,000 4,000 

合 計 440,000, 10,000 80,000 100,000 129,000 319,000 121,000 

塞本調査の実施 「久万町の都市計画はいかにあるべきか」という問題について,松山商

科大学へ調査を依頼した。昭和52年7月から,おおよそ一か年を費やして,定住基盤,土地利

用と都市機能,農林業,農村工業,商店街の再編成,観光とレクリェーション開発,行財政の

テーマをどについて,その現況と課題を調査した。

この調査は,久万都市計画の基本となり,指針とをるものである。それだけに,今後,十分

に理解を深めるためには,関係機関や地域住民との話し合いを積極的に進めていく必要がある。

そして,将来の久万町を展望した町づくりの一助にしたいと考えている。

都市計画審議会

昭和51年3月30日,久万町の都市計画行政の円滑な運営を図るため,久万町都市計画審議会

条例を制定した。審議会は,町長の諮問に応じて,久万田が行う都市計画に関する事項につい

て調査審議するという機関である。審議会の委員は,学識経験のあるもの5人以内,町議会の

議員5人以内とをっており,町長が委嘱することにをっている。その状況は次のとおりである。

第1期(任期昭和51年4月1日-53年3月31日) 

区分 氏 名 備 考 区分 氏 名 備考 

学 識 経 験 の あ る も の 

篠崎 隆美 久万町商工会長 

町 議 会 の 議 員 

上沖 健市 

神野 寅雄 久万公民館長 篠浦 弘明 

堀部 八郎 久万町農業委員 山之内正昭 

土居 牽衛 久万町消防団長 二宮 岸雄 

大北 利朗 答万晒店遵翼 上岡 義幸 
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第2期(任期昭和53年4月1日-55年3月31日) 

区分 氏 名 備 考 区分 氏 名 備考 

学 識 経 験 の あ る 

篠崎 隆美 久万町商工会長 

町 誠 会 

二宮 岸雄 

神野 寅雄 久万公民館長 篠浦 弘明 

上岡 義幸 
久万町体育協会 

正岡 豊 
理 事 長 

の 議 員 

金子敬一郎 
久万町農業 山之内正昭 

も の 

委 員 会 長 

大崎 武 爺万腎防豊 佐伯 正俊 
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都市計画に関する県下の状況

県下70市町村のうち,都市計画区域の指定を受けている市町村は, 57%にあたる39市町村で

ある。この中で大きを特徴とをっていることが二つある。

その一つは,松山,東予,今治の三つの都市計画区域が,単独ではなく,他の市町村も含め

て広域的に指定され,大規模な都市圏の整備を図っていこうとしていることである。もう一つ

は,宇和島市,御荘町などが,南予レクl)ェーション都市の指定を受け,一般の都市計画とは

異なる都市づくりをめざしていることである。

久万町の場合,どのような都市づくりを目標とするかは,今後の最大の課題であるが,当町

の有する自然環境をど,もろもろの要因を考えた場合,農山村のたたずまいを有機的に活用し,

調和した田園都市的な町づくりが基本的な目標とをろう。それと同時に,郡部としての役割,

松山市のサブセンターとしての新しい役割を,久万町が有していることも重視すべき事項であ

ろう。

(10)国土利用計画

経 過

昭和49年12月24日,国土利用計画法が誕生し施行された。この法律が生まれた背景には,わ

が国のめざましい経済の発展に伴って,国土の利用に著しい混乱が生じたことがある。その第

1は,大都市への人口と産業の集中がもたらした住宅難,交通地獄,公害をどのいわゆる大都

市問題である。一方,人口が都市へ流出した農山漁村では過疎化現象が顕著とをり,健全

を地域社会の営みが難しくなるという社会問題を引き起こしている。

第2は,無秩序を住宅地造りが全国各地でなされ,国土の破壊が日毎に進んでいるというこ

とである。

第3は,土地の異常を値上りである。これは,住宅をどの生活用地の入手を非常に困難にし

ているとともに,必要を公共用地の確保を難しいものにしている。

国土利用計画法は,土地利用対策の基本を定めて,このようを事態を解消するために作られ

たものである。

久万町の状況

国土利用計画法には, ①土地利用計画を定めること。 ②土地の取り引きを規制すること。 ③

遊休土地を公共福祉優先の立場から,積極的に活用するための手続きを定めたこと一存どが,

その主を内容とをって盛り込まれている。久万町の場合,現在まで進めてきた行政事務のほと

んどが, ②の土地の取引規制であった。 (下記集計表のとおり)これと同時に,今後取り組ま

ねばをらをい仕事は, ・①の土地利用計画である。国・県の策定を受けて市町村計画を樹立する

ことにをっている。
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土地取引等集計表
久 万 町

年度 

期間 (層一層) 

土地取 引 農 地 転 用 
法人の土地堀等 建∴∴∴粟 

土地 売買等 届出密 件数 無届土 地取引 件数 

備 考 許 可 届 出 計 

件数 面積(証) 件数 面積届) 件数 両親証) 件数 面積(正) 件数 面積(正) 件数 面積(正) 

49 l-3 62 14l,918.82 0 0 

50 4-3 256 570,864.36 42 23,203.00 6 6,鞄3.00 48 30,146.00 25 69,617.76 50 6,357.65 15 6 

51 4-3 鎚8 910,107.27 24 13,113.69 17 IO幸7半ク 41 23,250.69 71 100,229.08 馳 7,鎚7.36 22 6 

52 4-3 369 659,970.79 37 17,410.00 17 19,714.00 馳 37,124.00 58 77,573.79 56 10,919,96 20 20 

(注) .1. 49年度の農地転用等の空欄は,調査不要のため掲載していをい。

2.久万町の場合,都市計画区域内(中の村,横谷を除く旧久万叩)にあっては5,000

壷以上,その他の区域(旧川瀬村,旧父二峰村,中の村,横谷)では10,00伽で以上の

土地について,売買等の契約を締結しようとする時,当事者は町を経由して知事に届

け出ることに怠っている。

(11)広域観光開発研究調査(昭和祖年)・

上浮穴郡は,石鎚国定公園,皿ヶ峰,四国がレスト県立自然公園等,西日本におけるすぐれ

た山岳,高原,渓谷を有する観光,レクリェーション地域として,最近,特に注目を集めるよ

うになった。この資源の保全と開発整備計画は,従来,それぞれの田村が独自の立場で立って.

実施してきたものであるが,郡内相互の連携もかすればルート設定も十分ではをかった。すぼ

らしい資源を有し,それを開発しようとして努力したにもかかわらず,その効果は,かならず

しも満足できるものではをかった。

そのため,郡内各地の主要観光,レクリェーション資源の特質と,開発整備の方向,及び,

松山市を含めた周辺の宿泊滞留基地との結びつき,並びに,資源相互の連携の強化をどについ

て検討する必要が生じてきた。そこで「上浮穴は一つ」という観点にたって,郡内5ケ町村の

観光,レクl)ェーションの振興を図るための方策を求めて,愛媛県,及び,日本観光協会,並

びに,愛媛大学等の積極的な協力のもとに,昭和祖年5月,郡内2町3村の共同事業として調

査,診断を実施した。

調査にあたって設定した主要課題は,次のとおりである。

(l)郡内観光レクリェーション資源の相互連携に基づいた観光ルートの設定

(2)資源活用の構想

(3)重点開発整備地区の整備内容

(4)情報提供,宣伝の方策

さらに,地区別,資源別観光立地条件の分析と評価,将来の観光,レクリェーション需要予
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測等に立って開発整備計画が策定されたわけである。

これによると,郡内は11の主要地区別開発ゾーンに分類され,それぞれの持つ地域資源の特

性を活屈した開発を進めるとともに,各ゾーン間を結ぶルートの整備が提示されている。また,

郡内の観光,レクリェーション需要予測では,昭和60年には約400万人と,現在の約2.3倍の数

字をあげている。

昭和50年代にはいり,日本経済はきびしい局面を迎えた。これに対応して,観光,レクリェ

ーション需要も,その量,質ともに大きく変わりつつある。例えば,山岳高原志向型の増大と,

小グループ,家族旅行形態の増加をどがあげられる。

このようをときに,郡内5か町村が一致して,広域観光開発計画を立案した意義は大きい。

今後,この開発計画で提示された事項を検討し,実現化に向かって協力し合い,新しい時代の

観光,レクリェーション需要にこたえ得るようを,安定した供給地形成を推進しかすればをら

をい。

をお,久万町においては,この調査診断結果をふまえて,久万町の観光,レクリェーション

計画を策定し,年次別計画による実施を予定している。

(12)特産品開発研究調査

町の産業の中で林業の位置づげは高く,林業地としては全国的にも著名であるが,現状は,

大部分が素材生産にとどまり,加工段階への伸展はあまり見られない。このことは,単に林業

だけでをく,農業においても同じことがいえよう。農林水産物の加工ということが,久万町の

産業振興面での今後の大きを課題とをっている。

農業組合法人,久万高原特産物加工組合は,昭和47年,自然休養村事業として設立されたも

ので 昭和筆0年,久万町大字下畑野川に工場を建設し,昭和51年4月から生産活動を始めた。

主として,杉,ヒノキなどの除間伐材を活用して,郷土の特色を出した民芸品,木工品の製作

と販売を行い,所得の向上と就労の場の増大を図ろうというわけである。

現在,組合員6名,従業員4名で磨き丸太の椅子,焼き杉の花立,お盆をどを製作してい

るが,まだ試作段階の域を出ていをい。木工品の加工製造という経験のない分野への取り組み

であるだけに,たくさんの困難な問題をかかえている。例えば何を作るべきかということを初

めとして,技術,設備,販売,資金,あるいは,原材料の選択をどの未解決の問題があるわけ

である。これらの問題点や困難を一つ一つ克服しかすれば,久万高原特産物加工組合の発展は

約束されをいだろう。

伊予すだれは,久万町大字露峰に自生している「伊予竹」を活用して作ったものである。現

在,高齢者の生きがいの場づくりとして,昭和祖年に建築された,久万町大字西明神の久万町

創作館で作られており,手づくり製品として極めて好評である。

このすだれは古来より有名で1200年の昔,平安朝の大宮人の生活の中で使われていたとい

う記録(手淫保物語,枕草子,源氏物語,今昔物語をど)も多い。その他,古歌,俳句をどに

もうたわれている。昭和24年9月17日,県指定天然記念物とをった。
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久万町では,昭和52年,特産品の開発立地条件の評価,振興策の方向などについて,財団法

人,過疎地域問題調査会による調査診断を受けた。調査スタッフは,東京工業大学社会工学科

教授阿部 続を総括とする,同大学教授鈴木忠義,工業デザイナー寺内定夫,ほか5名であっ

た。 6月9目-12日,事前調査, 9月19日-24日,現地実態調査を行った。

特産品づくりに対する期待は大きい。単に産業の振興だけでをく,地域の特色ある工芸品づ

くりを通して,ふるさとの再発見や人びとの連帯感を育成することもできる。また,生きがい

を求めることも可能である。

今後,消費動向の変化を見きわめをがら,久万の地域特性を生かした観光,レクリェーショ

ン要素などとの組み合わせを検討し,研究を進めていかかすればをら老い。

(13)分譲宅地開発(昭和44年へ45年)

昭和40年代,激しい人口減少による過疎化の進行,さらに,国道の改修等によって,久万町

をとりまく社会的,経済的諸環境は大きく変ってきた。分譲宅地開発計画は,このようを町の

変化に対応する過疎化の歯止め,及び,地域振興策として,久万高原の立地特性を生かした新

しい開発計画であるということがいえよう。

昭和43年度,田丁内旭ヶ丘,及び,箇ヶ滝公園北側隣接地に,約51,000壷の用地を購入,昭和

44年に第1次, 45年に第2次の土地造成工事を行った。総工費は約6,300万円,宅地区画数68,

道路,排水路,水道筒敷設等も完了し,ただちに分譲を開始したが,非常に好評であった。現

在,団地内全区画の分譲は完了しているが,オイルショック後の社会,経済動向の変化によっ

て,建築はあまり進んでいない。そこで促進策を検討しているところである。

(10 町政懇談会

久万町では,きびしい社会情勢,つまり経済の変化と激動の中で,住民の必要と要求に対応

するため,町内各地域の方々との対話,協調を深めてきた。そして,しごと,くらし.いこいが

調和し,生きがいとうるおいのある魅力に満ちた高原の町,久万町をつくるために,いろいろ

を施策を講じてきた。

「す’ぐれた政治は,声なき大衆の声を聞く」ことにあるといわれる。町政懇談会は,日頃の

町行政について,広く住民の意見や要望を聞き,それを町政に反映するために開かれているも

のである。また,よりよい町づくりへの提言を卒直に受け止め,それを明日からの町政に生・か

していこうという目的を持っている。そうすることによって,住民ひとりひとりと町政がしっ

かりと結びつくものと確信している。その憲味で 町政懇談会は,温かい心の触れ合いの場で

あり,珂民の連帯意識を育てる場であるということができよう。また,町民の町政への参加を

容易をらしめる絶好の機会でもあろう。そのような視点に立って,合併以来,毎年町政懇談会

を行ってきたわけである。

町政懇談会で掘起された諸問題については,いかに小さな問題であっても,かならず積極的

に研究,検討し,議会とも十分協議して,行政の場に反映するように努めている。

各地域で出された問題点を,部門別,地区別にまとめてみると,次のとおりである。但し,
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最近3か年のみである。

区・年次 区分 

東 明 神 西 明 神 入 野 久 万 町 野 尻 菅 生 上・ 畑野 川 下・ 畑野 川 直 † 頼 名 露 峰 父 野I II 

50 51 52 50 51 52 50 51 52 50 51 52 50 51 52 50 51 52 50 51 52 50 51 52 50 51 52 50 51 52 50 51 52 50 51 52 

道路・河川関係 7 5 1 8 5 2 5 1 4 8 6 2 6 7 8 2 2 3 7 5 3 10 19 11 4 7 6 4 3 7 1 1 2 

交通・通信関係 
昌 

1 3 1 4 1 3 1 1 3 1 1 l 1 4 

産業振興関係 3 1 5 l 1 7 2 1 3 3 3 2 2 5 6 1 4 2 3 3 3 2 l 3 7 3 3 2 

福祉・医療関係 1 1 3 2 3 4 3 3 3 1 2 1 1 4 3 3 1 3 3 3 2 2 6 1 l 

生活環境関係 1 2 2 2 2 4 2 l 8 6 3 2 3 2 2 1 2 2 1 5 2 1 4 1 2 2 1 3 

教育・文化関係 2 1 3 3 1 4 1 4 2 1 2 1 3 2 l 9 5 10 4 5 3 2 3 2 4 5 2 

行財政関係 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 4 1 2 3 1 1 1 1 1 

そ の 他 1 l l 1 1 5 2 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 3 2 1 1 1 l 

(15)くらしのアンケート(昭和52年)

住民の行政参加は,地方自治の原点であるといわれている。望ましい行政の姿は,住民ひと

りひとりの考えていることが,行政の中に生かされることである。そのためには,自分自身の

手で町をよくしていくのだという憲織を持たかすれば毒すない。すをわち,町政への責任ある

参加と連帯感に支えられた自治意識が重要である。

久万町においては,対話と協調のある町づくりをめざして,定期的を町政懇談会の開催,広

報の発行,あるいは,各種委員会,審議会等を設けての研究,検討,また,必要に応じて各種

のアンケート調査をどを実施している。そして,住民の求めているもの,必要とするものを的

確に把握して,行政の場に反映するよう努力しているわけである。

昭和52年4月に実施した「くらしのアンケート」もその一つである。この調査は, 20歳以上

の男女約7000人を対象とした悉皆調査で 久万町では初めての試みであった。内容は,現在の

くらしと将来の町づくりの方向について, 71項目の設問により,日頃考えていることや意見を

聞くというものであった。この調査によって,今後の総合的を町づくり計画の貴重を資料が得

られたわけである。

調査用紙配付数7,255,回収数5.工24,回収率は70.6%であった。現在,調査結果の内容分析

を行っているところであるが,概要は,次のとおりである。

① くらしに対する満足度

区 分 満足している 
どちらかといえ ばi静足している ’どちらかといえ ば不才請達てもある 

不満足である 回 答 を し 

生 活 の 安 全 8.7 29.9 26.1 11.1 24.2 

保 健 と 福 祉 14.4 35.0 18.0 7.4 25.2 

く ら し と環境 11.7 30.0 22.2 11.2 24.9 

教育・文化と余暇 11.9 39.4 15.0 4.4 29.3 

人と人のつながり 18.6 39.5 12.5 3.6 25.8 

ま と め 13.3 36.4 1“9.1 7.6 23.6 

闇



エしあわせの基礎づくり

(② 生きがいについて

区 分 
い ち ばん大切 と 思 う も の 

回答なし 
1 位 2 位 3 位 

自分として 健康について考える 
30.7 

老後のことを考える 
15.8 

その日その日を平穏 
13.8 24.0 

大切なこと こと こと にすごすこと 

家として大切なこと 
家族のふれあいにつ 

23.4 

子どもの将来を考え 
21.4 

穿族の健康問題を解 
17.3 25.4 

いて考えること ること 決すること 

社会(地域)としで 大切なこと 

となり近所など助け 

33.5 

社会秩序や礼儀を大 

容14’8 

郷土や国を愛し,物 

7.9 27.1 合いの心で生活して 切にすること や自然を大切にする 

いくこと こと。 

(り あをたや町が将来とるべき方向について

項 目 1 欄 

回 答 欄 婦 

2 欄 

回答 なし 

1の方 がよい どちらかと いえば1の 方がよい どちらかと いえば2の 方がよい 2の方 がよい 

工場誘致 公害が発生する工場は 

36.8 15.5 13.2 7.5 

少しくらいの公害であ 

27.0 

と 公害 
誘致しない方がよい。 

れば工場を誘致した方 がよい。 

開発と 自然保護 

自然を保護するために 

15.7 16.6 25.0 17.3 

地域発展のためには少 

25.4 開発はしない方がよい。 

々自然がこわされても 開発した方がよい。 

福祉と 負担 

負担金(税金)が高く 

12.0 16.2 25.4 18.3 

負担金が少々高くをっ 

28.1 在るのなら福祉をすす ても福祉はすすめるベ 

めをくでもよい。 きである。 

郷土と 都市 

家族として出来れば, 

6.8 8.5 17.7 40.0 

生活上の少々の不便は 

27.0 都会(松山,大阪など) あっても,郷土(久万 

で生活したい。 町)で生活したい。 

現在と 跡継 

自分は久万町で将来を 

9.3 14.2 20.1 25.2 

自分も久万で将来をす 

31.2 すごすが,後継ぎは町 ごし,跡を息子(娘) 

外に出したい。 につがせたい。 

息子と 娘 

息子には跡を継がせ嫁 

8.0 13.7 23.4 20.2 

息子には嫁をもらって 

鎚.7 

をもらい,娘も同じ職 跡継ぎをさせたいが, 

業の人の嫁にやりたい。 

娘は他の職業に嫁がせ たい。 

親 と 子 

老後は子どもがみてく 

21.2 13.5 15.1 22.6 

老後も出来るだけ自分 

27.6 れる方がよい。 

で生活し,子どもに世 話をかけたくない。 

町の将来 

久万町は観光産業(観 

14.6 11.8 18.2 29.0 

久万町は農林業を主産 

26.4 

光開発,観光農業など) や別荘の町として将来 の町づくりをすすめる 

業とし,商工振興を図 りをがら町をつくるべ 

べきだ。 きだ。 

各圏
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(凋 全日本学生キャンプ(昭和46年)

「キャンプ,ライジングサン」,つまり,昇りつつある太陽のように,希望と理想に燃え

た次代の指導者を養成しようという教育目的のもとに,全日本学生キャンプが毎年実施されて

いる。

このキャンプが,昭和47年7月25日から1週間・久万町大字下畑野川千本高原で北は北海

道,南は沖縄までの全国各都道府県の代表100名の参加のもとに行われた。

この全日本学生キャンプは,読売新聞社が主催し,文部省,厚生省,林野庁,防衛庁,愛媛

県,久万町が後援するという大規模なものであった。

昭和26年当時,コロンビア大学教授として渡米中の湯川秀樹博士から,ときの文部大臣天野

貞柘に「自分の子どもを国際キャンプに参加させたら,日本を世界の少年たちに理解してもら

うのに非常に役立った。ことしの国際キャンプに,日本の高校生をぜひ参加させて欲しいと思

うのだがどうか」といった意味の手紙が届いた。

この一遇の手紙が動機とをり,読売新聞社が,大阪の高校生代表を国際キャンプに派遣した。

このような背景のもとで 国際キャンプ日本版ともいうべき「全日本学生キャンプ」が生まれ

たのである。

長野県の戸隠高原,富士山麓,奥日光,山形県の蔵王高原をどで 次々と全日本学生キャン

プが行われたが,第21回は,久万町の千本高原が選ばれた。これは,四国では2番目(1回目

は淡路島)のことであった。

参加学生は,各都道府県教育委員会から推せんされた高校生で 2名から5名であった。愛

媛県からは, 5名が参加したが,久万町からは,地元ということで5名の特別参加が認められ

た。上浮穴高等学校から,次の生徒が参加した。

松永慎一(明神) 小椋正春(直瀬) 前島博志(畑野川) 上岡郁夫(畑野川)

坂本房雄(明神)

(同 全町公園化計画と町木・町花の選定(昭和47年)

国道33号線の改修によって,久万町は,県都松山市の近郊地域としてその位置づけが明確に

なってきた。それだけに久万高原の美しい自然を求めて訪ずれる人が,年々増加している。

このすぐれた自然環境を積極的に保全し,魅力ある高原の町の発展とふるさとづくりをめざ

して,昭和46年から全町の公園化が進められている。道路沿線,学校,公民館,公共施設の広

場,神社や仏閣の境内をどを対象に,花木の植栽を行い,自然の保護と緑化推進に努めてきた。

さらに,この計画を充実させるために,四季おりおりに咲く美しい花や,緑豊かを樹木の中

から,町のシンボルとしてふさわしい花木を選び,この花木を軸として,より美しい環境をつ

くり出していくことにをった。そこで 町木・町花の選定を住民の投票によって行った。

応募総数2,383点の中から,次のものが町木・珂花として決定された。

千匹



工しあわせの基礎づくり

町 木 杉・ツツジ・サルスベl) ・モミジ・南天

町 花 ササユリ・山 吹・リンドウ

11.特別功労者

昭和44年以来,町の開発,振興に特別の功績があった功労者及び団体を選質して,その労に

報いると共に一般にその業績を顕彰している。

現在までの種別個人及び団体の総数は次のとおり。

(合併10周年記念表彰者)

産業功労者 4名

教育文化功労者 3名

社会福祉功労者 4名

自治功労者 2名

(特別功労者)

産業功労者

教育文化功労者

社会福祉功労者

自治功労者

名

名

体

名

名

8

3

団

6

1
工

3

年 度 種 別 産業功労者 繋功労者 葱念功労者 自治功労者 

i 昭和43年 合併10周年記念 竹内 賀寿 光田 繁光 大西 完信 宇都宮佐一 

新丸 正信 片山美佐子 露口 隆市 脇田 時政 

岡

譲 秋本通行 

矢野 計雄 

円山トシ子 佐伯操 

44 特別功労者i 田中 執 野村 政良 篠浦キクエ 

45 ケ 竹内新太郎 高岡 幸作 大野 信之 

46 ケ 秋本 勝清 小倉 貫 
高岡信栄 菅万夫 

47 ケ 大野筆太郎 坂口 陸栄 横田 重市 

48 ケ 井口利太郎 川瀬歌舞伎 正岡 友市 

49 ケ 上岡 民好 

財団法人互 助会代表者 井部栄治 

円山 公燥 八塚 義範 

50 ケ 

土居寛 相原佐加雄 

黒川 要 尾形旧四郎 

肇1 ケ 段ノ上 明 
財団法人偉 世葬育英会 

土居 重書 竹井 蒸 

ま2 
′′ 

各井部栄治 中田千鶴 日野泰 
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